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第皿章個別施策と取組方針・、取組内容
個別施策1 農業の生産性を高め、次世代を担う多様春経営体を育てます

展開方針、背景・現状、課題、方針の考え方、達成にむけだ取組イメージ

取組1-1 産地の効率性・収益性向上による経営安定の推進

取組卜2 多様な担い手の育成・確保

重点的取組み多様な経営体が就農しやすい支援体制の充実と育成

個別施策Ⅱ安1山して農業を営む環境づくりを進めます
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個別施策Ⅲ長崎ならではの農産物の消費を拡大します

展開方針、背景・現状、課題、方針の考え方、達成にむけだ取組イメージ

取組Ⅲ一1 新だな販路拡大や消費拡大の推進

取組皿一2 長崎怨らではの食材や食文化に対する意識の醸成

重点的取組み効果的な情報発信による消費拡大
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第V章地域別の方向性
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長崎市の農業の現状
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計画策定の背景

今日の食料・業・村をめぐる情勢は、業従事者の減少や高齢化、地の荒廃化、生産コス

トの増大、流通・消の多様化など、業を取の巻く環境の変化に加え、人口減少.超高齢化社会

の到来、地球温暖化等による気候変動、 TPP (環太平洋パートナーシップ協定)等によるグロー

パル化等、さまざま恋環境が大きく変化しています。

このような恋か、国においては、令和2年3月に新たな「食料・業・村基本計画」が闇議決

定され、令和 12年度食料自給率(供給熱(カロリー)ペース)目標53%達成を目指すことと

してい談す。

本基本計画では、我が国の業・村の持続可能性に深く思いを致し、業者が減少する中にあ

つても、各般の改革を強力に進め、国内の需要にも、輸出にも対応できる国内業の生産基盤の強

化を図ることにより、需要の変化に対応した食料を安定的に供給する役割や、業.村における

多面的恋機能が将来にわたって発揮され、我が国の食との持つ魅力が国内外に輝きを放ち続ける

ものと恋るよう、食料・業・、が持続的に発展し、次世代を含む国民生活の安定や国際社会に

貢献する道筋を示すことを重要なテーマとしています。

まだ、長崎県においては、令和3年度からの長崎県の林業・山村の目指す姿と施策方向性を

示しだ「第3期ながさき林業・農山村活性化計画」を策定し、林業の生産性向上等により産地

の維持・拡大を実現する「産地対策」と、多様怨住民が活躍し、支えあう持続可能な集落を実現す

る「集落対策」を、車の両輪として施策を展開し、地域の雇用と所得を確保するとされています。

さらに、時代の流れとして、新型コロプウィルス感染症の発生による新しい生活様式への転換、

自然豊か恋地方に生活の拠点を求める田園回帰志向の高ミリ、持続可能でよりょい世界をめざす国

際目標であるSDGSへの取の組み、ロボットやA1等の活用によるICT技術の進展など様勾な

変化がなされていぎす。

また、長崎市のまちづくのにおいては、長崎新幹線やMICE施設の開業恋どに向け大きな変化を

遂げているところであり、これらを交流人口の拡大などにつなげていくため、 DM0が組織され、

始動しているところです。

このような状況をふ骸え、長崎市では「長崎市第五次総合計画〔前期基本計画]」をはじめとし

だ全体計画のうち、業分野の施策をより具体化し長崎市の特色や背景にあわせ、今後の業の目

指すべき姿とその実現方法を示すだめ、「第二次長崎市業振興計画[前期計画]」を策定しました。

策定の主



計画の位置づけと計画期間

[各計画の位置づけと計画の期間]

H27 H28 H29期間 H23

長崎市第四次総合計画

は『、舌力に満ち、発展レ続づるまち』をめざします

前期基本計画
15 か卸: H23~H27】

業に新しい活力を生み出レます

●地域プランドの成を推進します

●意欲ある農林業者の確保を図ります

●安冊して震林案を営む環境づくりを
推進します

●食育体喉を推進し、童に刻する諏
の醸成を図ります

長崎農業振興地或整備計画

後期墓本計画
係か年:1-128~R3】

林業に新しい活力を生み出します

●1也域フラントの育成を推進します

●意欲ある震林業者の確保を図ります

●安■して震林業を営古環境づくりを

推めます

●地元腰産物を活かして食関連産業を

活性化レます

前期計画〔H24~H28]

第一次長崎市農業振興計画

後期計画[H29~R3]

※農業振興地域整備計画とは、農業の振興を図るべき区域を明らかにし、その土地の上の有効利用と農業の近代
化のための施策を総合的かっ計画的に推進することを目的に、市町村が定める総合的な農業振興計画のことです。

市
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合
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期間

[各計画の位置づけと計画の期間]

R7 R8

長崎市第五次総合計画

は『人や企業IL選はれ、産叢が進化し続寸るまち

前期墓本計画
4 か": R4~R7]

次世代につ恋がる林業をてます

●農林業の生産性を高め、
を担う多様な経営体を

●安心して展林業を営む環境づくり
を推進します

●地π農産物の消費を拡大します

次世代

成レます

をめざします

R12

後期基本計画
【5 かt王'貴8~R12]

別朗十画 R4 R

第二次長崎市農業振興計画

後期計画[R8~R12〕

長崎農業振興地域整備計画

市
総
合
計
画

各
種
業
振
興
に
関
連
す
る
計
画
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に
基
づ
く
計
画



長崎市の農業の現状

主な農産の生産状況

長崎市のは、経営規模が零細で耕地は分散し、その大半

は急傾斜の山腹に階段状に展開しています。営類型は、単

一経営(施設野菜、果樹類、肉用牛など)と準単一複合経営(施

設花き+その他、施設野菜+その他など)恋らびに複合経営

(各種品目)に大別されます。

生産日本一を誇るぴわは「茂木ぴわ」・「長崎びわ」として

全国的にも知られてい該すが、現在、従来品種に代わる露地び

わの良品種「なつたより」について、極的にプランドカの

向上に努めています。

野菜類では、施設園芸の主要品目である「いちご」が、日吉

地区、東長崎地区、琴海地区等で栽培され、業関係者によ

る優良品種の検討と産地への普及が行われています。現在は、

収性が高い品種である「ゆめのか」が県内で推進され、長崎

県.JAによる消費宣伝活動も活発に行われており、新規就

者が多い品目となっています。

また、琴海地区や東長崎地区では、「アスパラガス」の施設

栽培が行われています。

このほか、長崎赤かぶ・長崎白菜・紅大根等の「ながさき伝

統野菜」は、産地の育成と消拡大などに向けた取組みを行っ

てい談す。

ぎた、花き類は、施設園芸による輪ギクやトルコギキョウ等

の初花栽培が中心となっています。特に輪ギクにおいては、生

産者の組織化が進み、栽培技術もれておの、県内外の市場に

おいて高い評価を得ています。

畜産関係では、三重地区を中1山に肉用牛が肥育されており、

その中でもJA長崎せいひ長崎地区肥育牛部会で生産された

「長崎和牛・出島ぱらいろ」を地域プランドに位置付け、知名

度の向上、消拡大及び高付加価値販売恋どの取り組みを進め

ています。
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2-2 農家戸数の推移

令和2年における長崎市の総

減少しています。

【表・1】地区別

地区名

古賀

戸石

矢上

日見

茂木

旧市旧市

福田

式見

一重

深堀

横尾

旧長崎市小計

一和

野母崎

外海

伊王島
旧町 香焼

高島

琴海

旧7町小計

家数の推移

平成22年

238

150

227

1 1 1

670

376

140

81

116

23

2,133

297

161

185

26

2

家数は、2343戸で、10年前の平成22年と比べると約306%

平成27年

206

125

203

95

584

332

121

80

97

22

1866

256

139

171

12

3

令和2年

香焼

令和2年

175

94

154

72

497

267

102

72

66

11

1,51 1

179

88

138

7

3

^'

琴海

(単位

10年前対比

735

627

678

649

742

710

729

889

569

478

1000

708

603

547

746

269

1500

戸・%)

5年前対比

850

752

759

758

851

80.4

843

900

680

500

1000

810

699

633

807

583

1500

(戸)

2,500

570

1241

3374

2,000

1,500

1,000

500

1ρ81

2947

5(刃

0

417

832

2343

※1

※2

旧市内

寡:経営耕地(※2)面が10a以上又は、10a未満で産物販売金額が15万円以上の世帯

経営耕地:自家で所有し耕作している耕地と借りて耕作してぃる地の合計

経営耕地=所有耕地一貸付耕地一耕作放棄地十借入耕地

^゛
^

野母崎

0平成22年

外海

795

口平成27年

伊王



2-3 主副業別売農家数

販売家(※1)における主副業別の推移をみると、副業的

及ぴ準主業寂の減少が進んでいます。

【表・2】主副業別販売家数の推移

副業的

区分

主業家

準主業寡

副業的家※4

平成22年

512

378

591

1,481

販売寡:経営耕地面積が30a以上又は、 30a未満で産物販売金額が50万円以上の※1

収入>外収入かつ65歳未満の従事60日以上の者がいる寡※2

業収入く外収入かつ65歳未満の業従事60日以上の者がいる寡※3

65歳未満の農業従事60日以上の者がいない農家※4

令和2年

平成27年

358

261

596

1215

寡は横ばい傾向ですが、主業家

令和2年

288

122

560

970

(戸)

700

(単位:戸・%)

10年前対比 5年前対比

80.4563

467323

93.4948

798655

資料:林業センサス

600
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寡
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2-4 農業就業人口の推移

令和2年の販売寡の業就業人口は、1,783人で、10年前の平成22年に比べると760人

(約299%)減少し、15歳~29歳では667%減少してい弐す。

まだ、令和2年の女性の業就業人口は756人で全体の429%を占めてぃます。年齢層別に

みると、 65歳以上が全体の646%を占めています。

【表・3】

区

業就業人口

平成22年

分
15~

29歳

27

6

33

15

2

17

10

11

平成27年

30~

59歳

376

290

666

241

17フ

418

266

156

422

令和2年

60~

64歳

147

162

309

129

129

258

115

84

199

(人)

3,000

計

65歳

以上

808

727

1,535

703

644

1347

627

524

1,151

料

2,500

(単位:人)

2,000

寸

1358

1,185

2543

1,088

952

2ρ40

1,018

765

1783

林業センサス

1,500

1,000

500

0

15~29蔵 30~59歳 60~64歳

0平成22年口平成27年

-1

65歳以上

令和2辱

ム計

男
女

計

男
女

計

男
女



販売金額別農業経営体数

令和2年の業経営体を産物販売金額規模別にみると、500 万円未満の

845%を占めています。

【表・4】 販売金額規模別業経営体数

合計
販売
なし

1569

1600

(経営体)

50万

未満

1295

135

50~

100万

419

100

986

100~

31刃万

278

378

80

3(刃~

500万

平成22年

経営体が全体の

435

237

233

500~

1.(ネ〕)万

(単位:円、経営体)

117

306

平成27年

164

1,(XD・〕

3(X刃万

108

27フ

令和2年

3(Xめ万
以上

79

0

86

200

販売恋し

100~300万

1,000~3,000 万

料

400

林業センサス

600

■

■

50万未満

03(刃~500万

3,000万以上

800 1,000 1200

50~100万

500~1ρ00万

1,400

年
平
成
2
年
平
成
7
年
令
和
2
年

2

2



^経営耕地面積規模別経営体数

令和2年の業経営体について、経営耕地面規模別にみると、05ha~1.ohaの経営体が最も

多く、全体の367%となっています。

【表・5】地区別経営耕地面規模別経営体数の推移

平成22年

平成27年

令和2年

計
経営耕

地なし

1569

03ha

未満

1295

16

03~

05ha

986

154

17

(経営体)

05~

10ha

142

449

15

800

10~

15ha

132

600

367

645

400

1.5~

20ha

293

528

200

(単位:経営体)

2.0~ 3.oha

3.oha 以上

200

362

152

54

0

110

44

36

03ha未満 03~05ha 05~1Cha lo~15he ,5~2.0ト、a 20~30ha 3.oha以上

35

34

見

12

業経営体:経営耕地面が30a以上あるいは次の規模以上又は作業の受託の事業を行う者

露地野菜作付面 15a ・施設野菜栽培面 350nl・果樹栽培面 10ヨ

露地花き栽培面 10a・施設花き栽培面 250r6 ・搾乳牛飼餐頭数1頭

肥育牛飼養頭数1頭・豚飼頭数15頭・プロイラー年間出荷羽数 1,000羽

採卵鶏飼養羽数150羽・年間業生産物の総販売額50万円に相当する規模

料

26 13

林業センサス

11

平成22年 0平成27年

^

令和2年

^

^

合



2-7 経営地面積と荒廃農地の推移

令和2坪の総寡が経営する耕地面は 869ha で、 5年間(平成 27 卸対比)に 256ha

(228%)、 10年間(平成22年対比)に50ohe (365%)減少し弐した。

令和2年の経営耕地面積のうち、 644ha(74,1%)を販売寡が占めていますが、自給的家

が占める割合は、10年間の推移では、平成22年(10年前)22.4%、平成27年(5年前)244%、

令和2年259%と増加傾向にあります。

業委員会が実施した令和2年度地利用状況調査では、長崎市全体の荒廃地は448.1ha(う

ち振用地区域内 189.oha)となり、森林・原野化した地の非地化により全体面は減少

傾向にありますが、地の荒廃は年ん進んでい韮す。

【表・6】 経営耕地面

平成22年

販

長崎市

計

【表・フ】

1369 1ρ63

令和2年の耕地種類別経営耕地

自給的

寡

306

長崎市

※自給的

平成27年

販売
・1

寡

1,125 850

経営耕地面

688

寡を除く販売家のみの数値

【表・8】業委員会調査による荒廃農地面

平成28年度平成29年度平成30年度令和元年度

4468338.4339.4A分類 3436

2,76122929729287B分類 3,1617長崎市

3208032683 3268.13,5053

機械で草刈り等を行うことにより直ちに耕作可能地※A分類・・・人力・

B分類...森林・原野化しており、地に復元しても利用不可能恋地

225

料

樹園地

372

林業センサス

自給的

農家

275

(単位: ha)

令和2年度

448.1

26928

3,1409

(単位: he)

令和2年

販売自給的

寡農寡

869 644 225

料:林業センサス

(販売寡のみ)

田

gl

畑

(単位: ha)

十=売
寡

十=ロ



^農産物販売実績の推移

全体の販売額においては、ほぼ横ばいの状,が続いていましだが、令和2年度は、台風による塩

害のでびわを始めとした果実類の生産が減少したことや、また、新型コロナウィルス感染拡

大の影で畜産類や花き類の消が低迷したことにより、販売額が減少してい薮す。

(百万円)

6.000

5,(X)0

4,000

全体:5534百万円

3000

2,OCX)

畜産類:2277百万円

5.401 百万円

1,000

果実類:1,644百万円

野菜類:1,028百万円

花き類:542百万円

その他:43百万円
0

2,447百万円

5,425百万円

平成29年度

1259百万円

,

野菜類

542百方円

40百万円

2,403 百万円

4928百万円

早成30年度

果実類 畜産顯

1,443百万円

,017

523百万円

39百万円

野菜類

果実類

畜産類

花き類

その他

全体

平成29年度

1,028

1644

227フ

542

43

5,534

2226百万円

花き類

平成30年度

1,113

1259

2,447

542

40

5,401

令和元年度

その他

1,131 百万円

0百万円

471 百万円

40百万円

(単位:百万円)

令和元年度令和2年度

1,017 1ρ60

1,443 1,131

2,403 2226

523 471

39 40

5,425 4928

全体

令和2年度



語長崎市の作物マソプ

長崎市内の主な農産物マップ

、

:爵津町1'.

'1.,

叉

,、

.、
.

i

長与町、

、

果樹

長崎市内の主な果樹の生産状況

平成22年平成27年

(2010拜)(2015年)

作付寡数作付家数

ぴわ 644経営体 577経営体

みかん 463経営体 360経営体

も 57経営体 34経営体も

、
、

、..'耳..^

i,'』,制."ー'

,写島亀冨

長嶋市役所

、

諌早市

、゙
、..

果樹全般
435ha546ha

栽培面

資料:林業センサスにおける、販売目的で作付けした家数・栽培面

※令和2年の栽培面については不明な値があるだめ未算出。

令和2年

(2020年)

作付家数

412経営体

236経営体

15経営体

伸び率

佗010年出

64%

51%

26%

^

.゛'
4亀

.
ー
ー

、
ー
、

1
J



■

長崎市内の普通作物の生産状況

平成27年

(2015年)

作付農寡数栽培面
(ha)(経営体)

通作物

長崎市内のかんしょの生産状況

平成27年

(2015年)

作付農寡数栽培面
(ha)(経営体)

101

令和2年

(2020年)

作付家数栽培面積

(経営体) (ha)

147

かんしょ

83

資料 林業センサスにおける、販売目的で作付けした寡数・栽培面

令和2年

(2020年)

作付家数 栽培面

(ha)(経営体)

49

伸び率

作村寡数

(%)

5

63 69

栽培面

(%)

伸び率

作付家数栽培面
(%)(%)

3

76

49 60

外海地区:かんしょ生庭風景

普



野菜

長崎市の主恋野菜の生産状況

平成22年

(2010用

作付家数

(経営体)
^

117いちし

ばれいしょ

ほうれんそう

ぎ

まねぎ

いか

トト マ

といも

亀

平成27年

(2015年)

作付家数

(経営体)

31

284

31

292

令和2年

(2020年)

作付家数

(経営体)

恋

ゆうり

248

198す

64127んじん

247

87

146

料:林業センサスにおける、販売目的で作付けレた

85

,87

伸び率

(2020年

/2010年)

作付寡数
(%)

131

131

241

73

185

235

70

49

28

104

92

フフ

135

62

72

144

25

27

135

36

45

.

31

78

,

29

◆

,

72

32

寡数

~

.

62

34

36

、

32

ね
た
す

さ
き

こ



花き

長崎市内の花きの生産状況

平成22年

(2010年)

作付作付
寡数面

艇営体)(ha)

【仞り花】

(主な品目)

きく、ゆり、水仙

トルコヰ牛ヨウ

早成27年

(2015年)

作付作付
寡数面

(経営体)("a)

料

234

林業センサスにおける、販売目的で作付けした家数と作付面

74

令和2年

(2020年)

作付作付

家数面

(経営体)(ha)

206

長崎市内の畜産の生産状況

平成29年度

飼養 飼養

頭羽数戸数

3586頭22戸

1戸 65頭

4戸 3,604 頭

58

伸び率

(2020年2010与

作付

家数

(%)

156

肉用牛

乳用牛

豚

52

鶏卵

ブロイラー

芦フ、、

67

平成30年度

飼養 飼養

戸数 頭羽数

21 戸 3,596 頭

43頭1戸

令和2年度

飼養

頭羽数

3596頭

43頭

3,559頭

2戸

70

3戸

6,000 羽

374600羽

i

花市堀出荷状況

畜産

■■

4戸

唱偏
E圃1

飼養

戸数

21 戸

令和元年度

飼養 飼餐

頭羽数 戸数

3,509頭 21戸

2戸

3559頭

3戸

6,500羽

370,000羽

1戸 48頭 1戸

3229頭 4戸4戸

2戸 フ,000羽 2戸 6500羽

3戸 375,000羽 3戸 370ρ00羽

料:長崎県家畜・家きん飼養頭羽数等調べ

ーーー

寸
)

桐
面
四

f
.
、
.



長市の農業が抱える課題

長崎市の業が抱える課題は、業従事者数の減少と高齢化、耕作面の減少による地の遊休化、

荒廃の拡大、有害鳥獣の生息区域の拡大、気急災害による露地栽培の経営の不安定性、「ぴわ」をは

じめとした地域ブランドの域外への認知度が低く、消費拡大が十分に図られていないなどと恋ってお

の、産地や集落の維持が危慣される状況となっています。

農業者の高齢化と担い手不足の深刻化

長崎市の就業人口は年炭減少しており、農業者の高齢化率も依然として高く(H27:66.096

→R2:646%)、今後もこの傾向は続いていくものと考えられます。また、過去3年(H30〕R2)

の新規就者については、 50歳以上での就農が約5割を占めています。

このため、多様恋担い手の確保に向けた対策と、就者の育成・定着のための支援体制の確立が

求められています。

3-2 耕作放棄地の増加

長崎市の耕作放棄地の面は、業委員会が実施した令和2年度地利用状況調査結果において

3,140ha となっており、管内地58262haに占める割合は全体の5096を超える状況となっ

てい弐すそのうち、農用地区域で草刈などにより直ちに耕作が可能となる耕作放棄地は約

448.1haと恋っており、地中間管理事業や生産振興事業等により、地の活用を図り恋がら、

担い手への地集を図る必要があります。

また、耕作放棄地化に伴い周辺地の営環境の悪化や有害鳥獣被害などを引き起こすことから

実質化された人・農地プランに基づき、農地の集約化による効果的な耕作放棄地の解消や増加防止

対策の推進が求められています。

有鳥獣による被害の増加

放置林、耕作放棄地の増加など業地域等における生息環境の変化や業者の高齢化、人口減少

等による人的圧力の低下などにより、有害鳥獣の被害が増大する中、業被害については、対策を

進め、一定の被害の減少にっながっているものの、イノシシやアナグマ等の有害鳥獣の生息区域が

拡大し、近年では地に留まらず、集落や市街地周辺などの生活環境被害も深刻化しています。

このため、被害軽減対策と効果的な被害予防対策の実施の拡充が引き続き求められています。



3-4 農地・営農の課題

長崎市の地は一部地域を除き、その多くが狭小で中山間部に階段状に展開しています。

このため、傾斜地をうまく活用し「ぴわ」をはじめとした果樹産地を形成してき弐したが、近年、

露地栽培においては、生産・販売状況が災害や天候に大きく左右され、有害鳥獣の被害などが続い

たこともあり、担い手の後継者不足へつながる要因に恋っています。

薮だ、狭い地を有益に活用するため、本集約型の施設園芸が極的に展開されてぃ薮すが、

テクノロジーの進化から、さらなる施設の高度化が求められてぃ薮す。

このため、消地の要望を踏骸えた品目や補完作物の入、スマート業、労力支援の取組み等

を推進し、地域業の維持・継続と産地や地域全体の所得向上対策を進める必要があります。

3-5 生産と消費

主要な品目については高品質化や生産コストの軽減を進め恋がら、計画的出荷を図り、域外の出

荷体制の充実を図る必要があります。

また、都市(市街地)近郊業のメリットを最大限に活かし、生産者が納得できる価格で出荷し、

それを市民が満足して購入できるよう、地産地消に対する,識醸成を図る必要があります。

3-6 農に対する理解

令和2年度に実施した長崎市の業についての市政モニターアンケート調査において、長崎市の

業に対するイメージについて「長崎市の業のことはあ弐り知ら恋い」と答えだ方が約31%と

なっており、長崎市が全国に誇る産物や畜産物の認知度についても、長崎びわ「なつたより」や

みかん、「長崎和牛・出島ばらいろ」以外は309、0を下回っている恋ど、市民の業に対する認知

度は十分に高いとはいえない状況です。

このため、市内産の農産物の消拡大のためにさらにPRの強化を図る必要があのます。
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1 第二次長

施策体系

0市農業振興計画



長崎市農業振興画[期画]の成果・

長崎市、業振興計画【後期計画]では、長崎ぴわ「なったより」や長崎和牛「出島ばらいろ」など、
地域ブランドの生産拡大に取り組み、人・地プランの実現に向けた主体的な取組、地域業のりー

ダーとなるべき後継者や新たな担い手の育成、多様な主体との交流恋どを図りながら、農産物販売額

の向上に努めてきたところです。個別施策ごとの指標の成果、課題及ぴ今後の方向性は、以下のとあ
りです。

目標現況歯別悔築 取組内宵取組方針 (R2)(H27)(廃韻の方向性)

145憶円

及び今の方向性

170億円

崎びわ「怨つたより」及
1-1-1 び「崎和牛・出島ばらい

ろ」の安定供給を図り佳す

地域ブラント

の生産拡大

「産地づくり」

地域ブランドの
成を推進しま

す

畏傭びわ「なつたより」の販亮量

長筒ならではの新規地域プ
1'1・2 ランドの創出に取り組みま

す

1 ・ 1

107埠円

師和牛.出島ばらいろ」の販売
[暦年]

13'0億円

1-1-3

姉いちごの販禿額

付加価恒高材の生産体制の
強化を図ります

輪菊の販売額

671t

1・2-1

3定(定時・定量・定質)
生産出荷体制の確立を図り市嬬及び震協系統の農産物の販売額
ます

地域特産の農
産物の生産基

盤の充実

70ot

48偲円

1-2-2
果樹産地の維持に向け基盤
拡大に取り組み韮す

55億円

16偉円 18偲円

1-2-3
豊富な糧類の野菜産地の周
年生産の確立を図りきす

果樹の販売額

557円

野菜の販売額

a).0億円

「
量



、

区分

目標値

H28

実績値

H29

達成率

350,0

50

目標値

H30

実績憧

930

400.0

R元

266%

達成率

105.0
(H29目標価

修正)

40.0

642.1

目標値

690B

R2

10.m6

実績値

1240
(H29目恢住

修正)

89.0

6239

6938

達成率

84、896

0長崎びわ産地活性化推進協譜会によるびわフエスタの関催赴
ど販売促進活動や、苗木の植栽等支援事業の推進により、生産
量の拡大が図られたが、気急災害による影響を受けやすく、令
和2年度は台風による塩害等で販究量が減少レた。
0生塵者の高齢化や管理作業の集中にょる労力不足、寓害対策
施設の現地晋及が進んでいないことから、安定生産が難しいだ
め、これ訟での生産量の安定に向けた苗木等の支擾に加え、ス
マート農業技術の導入にょる労力の軽減や経営安定に向けた補
完作物の導入を推進する必要がある。 ノ

903%

目標値

45.0

6576

56

6969

実績値

363%

5.1

948%

達成率

650.0

55

700,0

1078%

成果や課題

52

1.4

933%

一

6627

0燕牛価格力幅価で推移する厳しい情勢の忍か、震業振興資金
預託金やJAの子会社による、繁殖・胞育牛の一貫経営の取組
みなどにより、崇牛購入に係る生産コスト低減につながり、ー
定の肥育頭数を維持でき、販売額についても増加した.
0今後も素中価格や生産コストの増加が懸念されるだめ、引き
続き素牛導入に刻する支援を繼続することで、安定的な肝育牛
の供給を推進する必要がある。

5,4

16

1038%

5.4

947%

1.4

^

875%

58

17

107.4%

目標値

5,5

18

1047%

実護値

63

17

0いちご・アスパうガス・,育輔・葺花等の施設圃芸品目につい
ては、施設の高度化や省力化.自動化を推進してきた.
0いちごやアスパラガスについては、高収量.高単価で生産さ
れているが、花きについては、生産者の減少等の理由によの、
生産量・販充額とも減少傾向にあり、令和2年度はコロナ禍に
よる消費低迷の影饗を大きく受けた.
0いちごやアスパラガス、花き等の施設園芸品目における生崖
量のさら益る安定拡大を目指し、施設圃芸を中INとした生産基
盤整備の強化やスマート腰業技術の導入による収益性向上、
模拡大を図るために必要な震池の確保尿どに向けた取り組みを
進める必要がある.

T142%

達成率

イ6

94.1%

523

18

目標値

57.4

12

66.79、。

実預値

553

583

達成率

963%

54.0

「長崎地域雇用劇造協議会」や「長崎西彼地域加工奘務用産地
育成協講会などと連携しながら、びわやゆうこうを使用した新
たな加工品が10昆目以上開奔されたが、長崎ならではの付加
価値商材については、今後も1次産業と2次産業や3次崖業の
結び付きが必要であることから、継緬的に推進していく必要が
ある。

108

59.1

目標値

155

926%

543

16.4

実績値

600

16.0

1058%

919%

493

0東摂崎池区にいちごパッケージセンターが設置されるととも
に、水田の防除や収種等において、作業受委託組楓3組織が活
動している,
0高断化が進む中で、作業受委託相痴に加え、スマート農業技
術の活用悲ども含め、更なる収益性の向上に向けた取組みが必
要で商る.

運成率

,26

165

109

822%

1 1.6

788%

14.4

170

106

121

873%

0びわにコいては、度重なる気象災寓に灯応するため、びわ共
済加入の支援を行ってきたが、ぴわのみならず、大雨や台風等
による気象災害りスクは増加しているため、今後も関係機闘が
一体と冠った果樹共済や収入保険の加入促進を図る必要があ
る。
0生産者の高齢化力裸刻であることから、作業効率性を高める
ために、スマート戻業技術の活用や基盤整備の取組みが必要で
ある。

1 1.4

91.4%

11.4

125、

67.1%

942%

10.4

13.0 0いちご・アスパラガスについては、施設の省力化.自動化を
推進してきた。
0いちごについては、ゆめのかが定着し、高叔量.高単価で生
産されており、東萇崎地区にはいちごのパッケージセンターが
設置されるなど、労力軽減に向けた取の組みが進んでいる.
0アスパラガスについては、生産者は減少しているものの、生
産量・販売額ともに増加傾向であるため、スマート農業技術の
活用をはじめ、さらなる収益性の向上に向けだ取り組みが必要
である。832%

108

833%

23

一



●別垢策
(籠柴の方向性)

「産地づくり」

地蠣プランドの
育成を推進し衰
す

取闇方劃

1 1

地域特塵の展

産物の生産基
盤の充実

取組内宮

1-2・4
雇用を生む高度な花き生産
経営の確立に取り組みます

1・2・5
畜産経営の生産コスト縮減
を図ります

花きの販亮額

Ⅱ' 1

Ⅱ・1・1

人・典地プラン
の実現

戰蛤モデル地区
現を推避し惑す

現況
(H27)

Ⅱ一1-2

地蹴づくり」

n 安心Uて農を
営む風填づくの
を進めぎす

田実

地塔連携組嵐の拡充を圏りま
す

目標
(92)

62億円

甍粛計田翠禦化叡

Ⅱ一,-3

Ⅱ一2

人.戻地プランの趣続的な隻
延点検活動に取町組みます

65億円

、地域の貸豪
を活かた地域
づくり

地域適携組鳳股立敗

Ⅱ・2・ 1
後世に残すぺき賓題の保全・
趣読を図りぎす

Ⅱ一2-2
6鞍産業化や地域ピジネス劇
出を推逸レ珪す

Ⅱ一3
脊言応獣対傑に
よる護座物被菩
の防止

地慣潤源(度杓票観)選定数

4組榔

Ⅱ一3-1
言屍獣対築の門錨織や地

填細緑を拡充し豪す

宕朗戯

Ⅱ一4 駅地の有効活用

Ⅱ・3-2
害鬼臥3如節(防襲・橿み

分竹・摘獲を充実します

地域ぐるみによる脊各
の岨旗数【累計1

2地憾

Ⅱ・4-1 侵艮疲地の確保を図ります

6地蠣

寄害鳥獣複害相鹸件叡

痛盛鰍) 1(抑組繍

877件 650件



区分

、

目標値

H28

州

実績値

H29

達成率

58

門30

6.3

5.4

6,4

R元

85.フ%

目標憧

5.4

6.4

R2

実槙値

84.4%

52

達成率

65

,813%

目標値

0

47

0輪菊・草花等の施設園芸品目にコいては、施酘の省力化.自
動化を推進してきたが、生産量・販売額ともにも減少傾向であ
る亡とから、,スマート楓業技術の活用をはじめ、更悲る収益性
の向上に向けた取り組みが必要である.

0

実韻値

723%

0

達成率

4

成果や課題

4

0素牛価格力稿騰する中で、預託事業等による金魁支援や、
dAの子会社による、緊殖・肥育牛の一環経営の取組みなどに
よの、肥育頭数を維持できた.
0今後も素牛価椙や生産コストの増加が見込まれることから、
更恋る生産コストの削減に向けた取り組みが必讐である。

5

125.0%

8

5

10

5

1000%

1250%

12

目標値

6

04地区7隻落の戦略モデル地区の賤備計画を策定し、地元の
地域遵携組磁と連携を図りながら、施設等の整備事業を進めて
きた.
0令和元年度から、中心経営体への腰地の集約を加速化するた
め、人・農地プランの実質化を図っており、今後は実質化され
たプランの実現に向けて、地元の地域連携組磁如聞係機関(農
業委員会、 JA等)とのさらなる連携強化や情報共有の取り組
みが必要である。

15

実績値

5

125.0%

833%

7

達成牢

8

卞143%

8

.

2

3

0令ぎ02年度までに、 8組臓が設立された。
0今後も実質化されたプランの実現に向けて、地先の地域連携
組掘や関係機関(農業委員会、JA等)とのさら恋る連携強化
や情報共有の取り組みが必要である.

日

100、0%

.

2

667%

4

目標値

2

0年に1回は、中心経営体や農事実行組合を金集のうえ、地区
別憩談会を闘催し、集落点検活動に取り組んできた.
0今後も中間管理事業の更なる周知と貸借希望者の掘の起こし
が必要である。

実繍値

50.0%

5

達成牢

2

40.0%

6

' 55

目標債

0大中尾棚田や宮摺のびわ畑、田吉地区のハウス群等について
は、地域の担い手の高齢化が進む中、中山間地域等直接支払制
度や多面的機能支払制度恋どの集噛活動の取胡みにより一定の
保全はできている.(穴中尾棚田:棚田地域振興法による指
定)
0今後は更なる担い芋不足が見込まれることから、企業や地域
外の市民団体等の連携による保全を図コていく必要がある。

2

64

実績憧

33,3%

宮0

125.0%

76

達成牢

1,005

87

0 「長崎池域雇用創造協穫会」や r畏崎西彼地域加工業務用産
地育成協議会恋どと連携しながら、びわやゆうこうを使用した
新たな加工品が10品目以上開発されだ。
0長崎恋らではの付加価値商材については、今後も1次産業と
2次産業や3次産業の結び付きが必要であることから、継続的
に推進レていく必要がある.

800

1145%

88

92

696

750

1046%

100

113C%

1ρ98

107
0地域ぐるみの捕獲隊については、令和2年度ミでにⅧ07組繊
が設立され、年凡捕獲技術の向上が図られており、今後におい
ても、地域ぐるみの捕獲刻策を強化していく必要がある.

700

107.0%

536%

1,091

650

44.1%

0補獲・防護・棲み分けの3対策を柱とした地域ぐるみの有害
鳥獣刻策の推進により、イノシシの捕擾頭数は平成28年度の
3'625頭から、令和2年塵は537碩と増加している。
0防護刻築にコいても、国庫補助事業や市単独の事業にょり、
ワイヤーメッシユ柵の設置を進めた結果、有害鳥獣による農作
物被書額は滅少しているものの、生活環境被筈は増加傾向にあ
の、過去に設置したワイヤーメッシユの更新や柵設置労力等の
不足などの対応が必要で栃る。

1,470

-262%

0展地中閻管理事業の推進により、認定農業者等の担い手への
農地の纂積が進んだことで、遊休農地の発生防止.解消にコ恋
がった。
0ただし、展地の大半は狭小な傾斜地にあることから、車道或
での距艶があり、桜械の搬入が困難であることなど、耕作条件
が悪い農地が多いため、展地の貸し手と借り手のマッチングが
進みにくいことから、小規模墓盤整備などの積極的な取組みに
より、活用しゃすい農地への転換を図る必要がある.

25



"別憶僚
(施傾の方向性)

取組方針

農地の有効后用

くり

ヨ安息してを
営むづくη

めまg

取組内冒

Ⅱ一4-2
慶地と籠股の有効活用により
胆い手への集候を推進し衰す

趣地の荷効活用 Ⅱ・4・3 慶地と営順廊境の保全に町け
だ地域活動を推進し弐す

Ⅱ・5
履業備靴整備の
推叢

多面麒桜能支払交付金による瞥理面柚

Ⅱ・5・1

現況
(H27)

庚地・盧逃益備により営霞遁
境の効皐化を園ります

中山間地域等直接窒払交付金による
栴

目標
(R2)

Ⅱ・5・2
脆股の檀能保持や耐用年数の
砥伸を閏ります

整幅計雷事鴛化搬再建

307M

「人づくり」

あ業青
の成確保を図
ります

皿

Ⅲ・1・1
新規就農者の育成・
η組みます

380h.

十10h丑

皿・1
地填農禁のりー
ダー育成

Ⅲ・1-2

140he

に敗

謂定履業唇のさらなる高みへ
の取組みを推進します

認定新規献農唇賊

m・1-3

認定履桜者における辱聞履業所櫓目標
遅成毒搬(平成27拝度からの禦計)

地壊畳入ゆ労力支提等の組際
体制整粛を椎逸」ます

受入団体等豊悼・作擬受翌託組鳳數

Ⅲ 1 4 盾用震禦を掩進します

農案へルパーの紹介人数(延ぺ人塾)



、

区分

.、

H28 H29

目啄値

H30

実韻価

達成率

R元

目標擾

317

寅槙埴

J

335

R2

達成肌

290

86.6%

目標値

350

110

3809

122

実領値

0遊休展地の所有者に刻し利用憲向胴査を実施するとともに、
農地利用最通化アンケート朋査を取り恋とめ、腰地中間管理機
楊や農地中間管理事業支援チーム会等において情報共有を図る
ことで、担い手への震地の利用集橿が図られだが、屡地中間管
理事業に関する農地所有者の認知度は低いことから、さら怨る
周知を図る必要がある.

1088%

365

f12

通成車

918%

381

128

104.4%

380

115

0

成果や課題

89.8%

0

421

134

110.9%

126

0農地等保全活動組概の取組みにより、風地や風業用施設の適
正管理につながり、農地の保全と脊効活用が図られている.
0組繍の構成員の高齢化等によの、集碧や地域内での活動組織
が後継者不在、担い手不足と尋の、保全する農地を減らす相織
が多い。
0今後は、各集落の吠況に応じた活動の推進を図り春がら、支
援に取の組客必要がある。

0

940%

4

140

自標捷

106

5

1250%

75.4%

8

冥韻憧

10

125.0%

,2

達成率

11

0展地の小規模茎盤整備等に刻する支援や護道の維持管理、改
艮工事琴どを行い、営展環境の効率化が図られた。
0今後も施股の老朽化は進んでいくため、劃作条件の悪い農地
の改善や者朽化しだ震道の維持・管理等に取の組む必要があ
る.

15

14

堵

目標値

125.0%

実績値

20

.^

1呂

^

"429%

達成牢

0長崎市が管理する凄道等の施設は、老朽化が進んでいること
から、年次的な修繕等に取の組客必要がある.
0地元管理水利施設についても、修緒に係る賢用等を支援する
ことで、延命を図る必要がある。

23

22

目標値

46

127B%

63

塵鱗優

26

26

63

0国・市の給村金や農業新規参入促進事業の実施、県やJAの
子会社による研修制度の充実等により、年平均で10人程度就
農しているが、新規就展者は増加しているが、就展物期の生産
技術の未確立等により安定した所罵確保が課題となっている。
0就凄物期の経営及び施設整儁等投資に係る支橿、経営確立に
慎るサポート体制の充実及び生産基盤整備の検討などの推進等
により、新規就業者の育成確保及び定著に取り組杏。また、移
住定住吊望者向けホームページや各積就農相談会等において、
支援制度の周知を図る。

十182%

達成率

100.0%

83

36

目標値

22

73

138.5%

103

22

実領値

88.0%

25

運成率

76

1136%

123

26

738%

124

0認定震業者については、関係機関と連携しだ農欝経営改善計
画の達成に向けたサポートを行うとともに、認定農業者を中山
とした控い手に対する施設整備の支援を行コてきた.
0令和2年度において、 5年後の農業所得目標通成者は48%
に留ぎコていることから、さらなる経営改善に向けて、関係機
関の連携と支援制塵を弛化する必要がある.

100

25

126

962%

30

813%

315

250C%

25

130

83'3%

36

221

25

,70,0%

135

0受入団体登詠制度における長岫市管内の登録は、 22団体.
個人、作業受託組織数は3団体と琴コておの、平成27年度に比
ぺると7団体増加しているが、生要な部会組織は全て加入して
おり、今後大幅な増加は見込めない。
0今後も高枇化や担い手不足が進杏ことが予測されるだめ、地
域受入や労力支援等の組揮体制の充実に加え、スマート農業の
導入推進による労力軽減の敢組みを検討する必要がある。
0農業へルパーの紹介人数は年勺増加しており、新規就農者が
増加する中、佳た、従来の震業者の高齢化が進む中で、震業へ
ルバーの二ーズは一盾高まると予測されるため、引き続き取り
組んでいく必饗がある。

69.4%

204

151.1%

140

150

107.1%

0震業に新規参入した企業については、農福連携や経営の多角
化等により、生産のみ恋らず、加工品関発や消費者への直接販
売等にも取り胡んでおり、今後も規模拡大や雇用の増加琴どが
期待される。
0今後も引き続き参入時の投資負担軽減や継続的急農地の隻積
を図るとともに、スマート農擬の導入推進による、生産性や収
益性の向上を図る必要がある.

27
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伺別億繋
(諾築の方向性)

霞岨方劃

Ⅳ1

取岨内容

新たな販話拡大
や誇費拡大の椎

進

N・1・1
斬たな販銘の開拓や膏品・メ
ーユーの開晃を麦擾し廉す

長岬Uわ「琴つたより」の販亮頗

「交流づくの」

多槻な主体の交
流を促進し、
閲連産業を活性
化します

Ⅳ

Ⅳ・1-2 地産地消を擢進します

長崎和牛・出臭ばらいろ」の販亮語
ι屈卸】

現況
(H27)

Ⅳ・2

N・2・1

畏煽尋らではの
童材や食文化の
魅力の晃烟

長姉幸らではのゆ化
の居き上げに取町組み哉す

目標
(R2)

W・2・2

16.4慳円

市内額亜物の市民認知廣

京聞係団体や観光・高工闘保
者とした慣粧興信を聲化
します

14,2働円

Ⅳ・3
食育体骸の擢進
による宜に対す
る意慌の眼成

叔光客を刻設としだ垂点品目「びわ」
「ばらいろ」の認知度

W・3-1
グリーンツーリズム活動の魅
力弗信と事業推進に敢り組み
ます

81% 86%

びわ
336%

N・3・2

グリーンツーリズムハの勢加者数

多様な主体と遷憶レて食育体
験に取り組みきす.

びわ
557%

出島ばらいろ
70%

出昆ばらいろ
24,2%

食卓の日」の実旛度
楽童卓の日を認知している者のろち、意腹
して食卓を囲んでいる人の割含.

1,,708人 12,000人

23% 50%



区分

、

自標悩

H28

、

実績儘

遣触半

H29

自標憧

0.1

H30

36

実鑛憧

1.2

蓬成率

333%

4.5

R元

17.4

07

14、0

,5.6%

R2

1.4

157

1.1

1 、12.1%

14.1

786%

,.6

目標値

169

0.フ

0 「恐コだよの」については、品質の高さが認知され、今後の
販売拡大が期待されているが、溝費者にプレミアム感を伝える
取組み及び食ぺてもらう工夫力勺ド足しておの、価格に見合うブ
ランドイメージが十分に伝わっていない。
0引き続き長崎市のトップブランドとレて、関係団体と連携し
た消費拡大や有利販売に向けだ取り組みを進めるとともに、新
規推進品目として「いちご」や「花き」なとの販路拡大の支援
を行う必要がある,
0 「長崎和牛・出島ぱらいろ」にっいては、市内取扱い店舗の
増加にょり、新だな顧客確保ができているが、「出島ばらい
ろ」の流通量が少なく、市外への流通や、確実な入荷が必要恋
ホテル等での使用が困難である。

十199%

14.1

実鱗値

438%

168

1 "19.1 %

14.2

達成率

成果や課題

803

15.5

833

目標値

1092%

実績恒

806

84.3

達成率

96'8%

0 「恋がさき実り・患み感諭祭」箸により、市内産展水産物の
PRや地産地消の意識醸成力Tできているが、気象災害や生産者
の高齢化等により生産物が減少している。
0地産地消推進の拠点である農水産物直充所の販亮促進支援の
ため、新しい生活様式での地崖地消イベントの開催をは口めと
したPRを実施していく必要がある。

8,.1

自様憧

37.1

853

497

実談憧

962%

80.0

373

86.0

逐成率

517

75,1%

0 「長崎和牛・出島ばらいろ」については、市内取扱い店舗の
増加によの、新だな顧客確保ができているが、「出島ぱらい
ろ」の流通量が少なく、市外への流通や、確実な入荷が必要悲
ホテル等での使用が困難である。
0 「なつだより」については、品質の高さが認知され、今後の
販完拡大が期待されているが、消費者にプレミアム感を伝える
取胡み及び食ぺてもらう工夫が不足しており、価格に見合うプ
ランドイメージが十分に伝わっていないため、さら之るPR強
化が必要である。

938%

793

6、5

一

31.1

目標憧

182

537

602%

92.2%

52

385

員

寅韻値

20,2

286%

55.フ

717%

フ,5

357

11820

12.416

222

達成率

37,1%

64,,%

0鹿に関わる民間団体との連携や、ホームページ、 SNS等を
活用した長崎産らではの食材や食文化の発信によの、市内産震
産物の市民認知度が、 8割以上の高水甑を維持しているが、天
候不良等により直売所での品薄状態が続いだこと冬どにより、
市民認知度の目標値が若干下回コている.
0今後は、幅広い層に長崎ならではの食材や食文化を周知する
ため、広報及がさき、 SNS春どを活用した情報発信の強化
と、長崎「童」の博覧会、晩賢会などのイベントの新しい生活
様式での聞催に取の組む必要がある.6'5

11,880

,1,127

242

目標値

293%

実族値

98

,1.940

12'3呂3

406%

94.1%

還成軍

12,000

250

1042%

9,097

339

0グリーンツーリズム活勤にコいては、体験プログラムやメ
ニニーの括用により、これ景で域内の参加看が中心であった誘
客推進事業について、交流人口の拡大を図るだめ、新たに近隣
大都市圏(福岡市)を対急とし泛バスツアーを実施したとこ
ろ、参加者から高い評価が得られた。また、これ戒で個別に活
動レていだ9団体のうち6団体が、新たに長崎市グリーンツー
リズム実行委員会を発足レだことにより、団体間の連携が強化
され、 PR活動や受入れ体制の幅が広がった。
0今後はコロナ禍により、地方移住やグリーンツーリズム、農
業体験恋どの二ーズが高まっていることから、活動団体の支援
を継続しながら、受入れ体制の強化を図るとともに、近鱗大都
市圏を含む域内外へのさら悲るPR強化に取り組む必要があ
る。

、

373

4.409

762%

39.3

1'10.0%

25.0

' 44'6

367%

636%

439

50_0

98.4%

25.0

0食関係団体と料理教室の開催等により、市民に毎月19田の
「食卓の日」のPRを行うことができてぃるが、各糧取組みが
固定化していることや、 PRの範囲が眼定的であり、市民認知
度は低下しているため、各黄同団体との連携レ「食卓の日」の
取組みを広く情報発信する必要がある。

50.0%
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個別施策ごとの課題

地域ブランドの育成~「産地づくり」~

0施設園芸を中心としだ生産基盤整備の強化

0経営安定に向けだ補完作物の導入の推進

0スマート農業技術導入による労力の軽減や生産力の強化

0新規参入や規模拡大を進めるために必要な農地の確保

01次産業と2次産業、 3次産業の結ぴつきの推進(6次産業化)

Ⅱ安心して農業を営む環境づくりの推進~「地域づくり」~

0実質化された人.農地プランの実現に向けて、地域や関係機関(照業委員会、JA等)との連携

強化や情報共有の取り組み

0農地中間管理事業のさら恋る周知と貸借希望者の掘り起こし

0被害に対応した地域ぐるみの有害鳥獣対策の強化

0耕作条件の悪い農地の改善や老朽化した膿道の維持・管理

0農地保全組織の維持に向けた組織集約化恋どの検討

皿意欲ある農業者の確保~「人づくり」 ^

0就農初期の経営及び施設整備等投資に係る支援、経営確立に係るサポート体制の充実

0移住定住希望者向けホームページや各種就農相談会等における、支援制度の周知

0地域受入や労力支援等の組織体制の充実

Ⅳ多様な主体の交流促進による食関連産業の活性化~「交流づくり」~

0関連団体と連携した消費拡大や有利販売に向けた取組の推進

0新規推進品目として「いちご」や「花き」などの販路拡大の支援

0新しい生活様式での地産地消イベントの開催を始めとしたPR

0消費者にプレミアム感を伝える取組み及び食べてもらう工夫

.

^
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、

個別施策

(施策の方向性)

..

長崎市農業振輿計画(後期計画の体系)

地域プランドの育
成を推進します

取組方針

1 -1
地域プランドの生
産拡大

1 -2

1-1-1

地域特産の展産物
の生産基盤の充実

1-1-2

長崎ぴわ「なつたより」及び「長崎ネ0牛.出島ぱらいろ」の
安定供給を図のます

1 -1 -3

長崎ならではの新規地域プランドの創出に取の組み談す

1 -2-1

Ⅱ一1

Ⅱ

付加価値商材の生窟体制の強化を図ります

安1山して農業を営

む環境づくりを進
めます

取組内容

1-2-2

人・農地プランの
実現

3定(定時・定量・定質)生産出荷体制の確立を図のます

1-2-3

果樹産地の維持に向け基盤拡大に取り組みます

1-2-4

Ⅱ一2

農村地域の資源を
活かUた地域づく
の

豊富恋種類の野菜産地の周年生産の確立を図の宗す

1・2-5

庵用を生む高度な花き生産経営の確立に取り組みます

Ⅱ・1-1

Ⅱ一3

有害鳥獣対策によ
る震産物被害の防
止

畜産経営の生産コスト縮減を図ります

Ⅱ・1 -2

、

戦略モデル地区の整備計画実現を推進します

Ⅱ・1-3

Ⅱ・4

地域連携組織の拡充を図ります

Ⅱ一2-1

゛

Ⅲ

農地の有効活用

人.艘地プランの継続的な集落点検活動に取の組みます

意欲ある農業者の

育成確保を図りぎ
す

Ⅱ一2-2

後芭に残すぺき資源の保全・継続を図ります

Ⅱ一3』1

Ⅱ一5

6次産業化や地域ビジネス創出を推進します

Ⅱ一3-2

農業施設整備の推
進

有害黒獣対策の専門組繍や地域組輝を拡充し弐す

Ⅱ一4-1

有害鳥獣3対策(防護・棲み分け・捕獲)を充実します

Ⅱ一4-2

Ⅲ一1

多様恋主体の交流

を促進し、食関連
産業を活性化しま

優良農地の確保を図り弐す

Ⅳ

Ⅱ一4-3

地域農業のりーダ
一育成

農地と施設の有効活用によの担い手への集積を推進します

Ⅱ一5-1

農地と営展環境の保全にむけた地域活動を推進します

Ⅱ一5-2

Ⅳ・1

農地・熊道整備により営農環境の効率化を図のます

Ⅲ一1-1

新たな販路拡大や
消費拡大の推進

施設の磁能保持や耐用年数の延伸を図ります

Ⅲ一1-2

Ⅳ一2

長崎恋らではの食
材や食文化の魅力
の発信

新規就農者の育成・定蓄に取り組みます

Ⅲ・1-3

認定農業者のさらRる高みへの取組みを推進します

Ⅲ・1-4

Ⅳ一3

地域受入や労力支援等の組織体制整備を推進し弐す

Ⅳ一1 -1

食育体験の推進に

よる食に対する意
識の醸成

Ⅳ一d・2

彊用震業を推進します

新たな販路の開拓や商品・メニューの開発を支援します

Ⅳ一2-1

地産地消を推進します

Ⅳ一2-2

長崎ならではの食材や食文化の磨き上げに取り組みます

Ⅳ一3-1

食関係団体や観光・商工関係者と連携した情報発信を強化し
弐す ノ

Ⅳ一3-2

グリーンツーリズム活動の魅力発信と事業推進に取り組み
ます

多様な主体と連携して食育体験に取り組み苦す
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今後の方向性

農業の生産性向上による収益性・効率性の向上→「産地・担い手」の視点
地域ブ0本市特有の地形の制約や産地の特性にあった施設園芸やスマート農業の推進等によの、

ランドの生産力の強化を図り、生産者の経営安定につなげます。

Ⅱ 安心して農業を営む環境づくり→「地域・環境」の視点

0実質化された人.農地プランに基づき、意欲ある担い手へ農地を集積する等、既存の経呂基盤

の有効活用を図のながら、地域の実情に応じた基盤整備を行い、担い手の受入体制の強化にっ

なげます。

0集落主体での営農環境保全活動の推進及ぴ農業用施設の維持管理により農村環境を音りながら、
地域資源の活用による地域外からの人材受入を促進することで農村地域の活性化を図ります。

0地域ぐるみの有害鳥獣対策を推進することで、農業被害及ぴ生活環境被害の対策を強化します。

i

Ⅲ次世代を担う多様な経営体の受入れ促進→「産地・担い手」の視点

0多様な経営体が就農しやすぃ受入支援体制や、稼げる経営モデルの推進と労力支援によるフォ

ローアップの充実を図ることで、次世代の担い手の育成・確保を推進し荻す。

Ⅳ長崎ならではの農産物の消費拡大→「販売・消費」の視点

0異業種等との連携や効果的な情報発信により、地域プランドの販路拡大を促進し、消費拡大を
推進し弐す。

0消費者と農業者.食品関連事業者との繋がりを強化し、長崎市ならではの農産物や食文化に対

する意識の醸成を図り弐す。

、

'

、
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第二次長市農振興計画における農の目指すべき姿

長崎市の業は、主に中山間地域で展開されていることから地が小さく、労働生産性が低い状況

にあり、高齢化や後継者不足により業従事者も減少傾向にあります。

一方で、いちご等の安定した経営が見込める施設栽培にっいては新規就者が増加してぃることや、

コロナ禍での'への関心の高まり等から、業の担い手を確保するためには、安定して稼げる経営

モデルの確立と推進のための振興策が求められてぃます。

このようなことから、第二次計画においては、安全・安心で収益性.効率性の高い長崎型業を確

立するとともに、長崎ならではの産物の消が拡大することで、職業としての魅力が高まり、新た

な担い手が増え、次t並代にっながる産業になることを目指します。また、長崎市が誇る高品質な作
物の魅力を発信し、供給を推進します。

施策の方向性として、官民連携で業の生産性を高め、次世代を担う多様な経営体を育成する「産

地.担い手」の視点、地域との連携で安1山して業を営む環境づくりを進める「地域.環境」の視点、

異業種や大学等との連携で長崎ならでは産物の消の拡大を図る「販売.消」の視点により、次

世代につながる業を育てる取組みを進め薮す。

2-1 農業の生産性の向上と、次世代を担う多な経営体の育成
~「産地・担い手」

長崎市の産物は、長崎びわ「なったより」や「長崎和牛・出島ぱらいろ」等の地域ブランドを

有しているものの、度重恋る気象災害や生産コストの増大などで、作物の生産が不安定恋状況が続

いており、経営の安定を図るための施策が求められてぃます。

また、地域ブランドの生産を支えるための次世代の担い手の確保が求められていますが、就初

期は生産技術が未確立なため安定した所得確保が課題となってぃます。

このため、施設園芸や複合経営においてプランド化品目の生産性や収益性の向上にむけだ施策を

展関し、地域プランド等産物の生産安定を図るとともに、スマート業の入による作業の省

力化・自動化を図りながら、産物販売額の向上を図ります。

また、産地振興と併せて、次世代の地域を担う多様な担い手の育成.確保と、儲かる業の

経営モデルとなる意欲ある業者のフォローアップを進めながら、生産力の強化を図のます。

^



安心して農業を営む環境づくりの推進~「地域・環境」~

長崎市の村地域は、全国的な人口減少に加え、業担い手の高齢化・後継者不足等によの地

の荒廃化が進行しており、地中間管理事業等で認定業者等の担い手へ地集を図っています

が、条件の悪い地が多く、地のマッチングが上手く行われていない状況です。

また、有害鳥獣による被害は、地域ぐるみの防、・捕獲対策により作物被害は減少傾向にあり

ますが、生息域の広域化により生活環境被害が増加していぎす。

このため、地域業の計画である実質化された人・地プランを基に計画的な取組みを推進する

とともに、遊休化した良地等の経営基盤のストックと流動化、集落の特性にあった基盤整備の

推進、集落主体での産環境保全活動の推進、都市と村との交流による外部への魅力発信、有害

鳥獣対策の推進により村地域の振興を図りぎす。

長ならではの農産の消費拡大~「販売・消費」~

長崎市の産物の販売においては、 MICEや新幹線開業等による観光客やビジネス客の増加が見

込まれ、地元産物を活用した料理等の消費拡大の機会が広がっているものの、新型コロナウィル

ス感染拡大の影により、市場や消者の需要が大きく変化しており、新しい生活様式に対応レた

PRイベントの取組みなどの新たな課題が生まれています。

このような状況のもと、業体験や食育講座等を通じて「食」の大切さや望ましい食生活の理解

を深めるとともに、生産者、流通.販売業者、消者と観光・商工・福祉などの異業種、大学等と

の交流を図り恋がら双方向の取組みを推進し、「食」に関わる産業の活性化を図の、市内産の産

物の消拡大を図ります。
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第二次長崎市農業振興計画[前期計画]の体系

基本
施策

第二次長崎市農業振興計画

個別施策

1 業の生産をーめ、
次世代を担う多様な経営
体をてます

「産地・担い手」

官民連携のもと、生産盤の
強化やスマート化による効率
的で安定した経営推進を図り
、稼げる、魅力的恋産業に育
てることで、担い手の育成・

確保につ廷げます

取組方針

Ⅱ安1山して業を営む環
境づくりを進めぎす

「1也域. t五」

産地の効率性・収益性
1 向上による経営安定の

推進

地域との連携のもと、小規模
で分散した農地を集約して、
意欲ある担い手に積し、地
域ぐるみで村環境を守り、
持続するための取組みを推進
します

2
多様な担い手の育成・
確保

Ⅲ長崎ならで1 の産物
の消費を拡大し弐す

「販売・消

販売・流通や観光・商工・福
祉などの異業種、大学等との
連携のもと、域内外に向けた
効果的な報発信により消費
拡大を推進します

Ⅱ・1
人・農地プランに基づ
く農地の有効活用

Ⅱ一2
営環境の保全と地域
資源の活用

Ⅱ一有害鳥獣対策の推進

Ⅲ1
新たな販路拡大や消
拡大の推進

長崎ならではの食材や
Ⅲ・2 食文化に対する意識の

醸成

次
世
代
に
つ
な
が
る
農
業
を
育
て
ま
す



[前期計画]体系図

産地の条件に適した農業経営を推進します

新たな地域プランド産品の生産を推進します

産地に適したスマート業の導入を推進します

果樹産地の振興に向けた生産力の強化を図のます

畜産経営の生産コスト低減を図ります

野菜の施設高度化と露地野菜の安定生産を図ります

花きの安定した生産・販売体系の確立を進めます

多様な経営体が就農しやすい支援体制の充実を図ります

中榔経営体のフォローアップ強化を図ります

労力支援体制の強化を図り韮す

取組内容

i

実化されだ人・地プランに基づき、経営盤の強化を図り哉す

地の利用のための農地中間管理業の取組を推進し弐す

落の実情に応0た盤整備を推進します

集落主体の営 保全活動を推進します

用施設の機能保持や耐用年数の延伸を図ります

グリーンツーリズムによる地域の魅力発信を推進」ます

有

生活

3対策(防護・棲み分け・捕)を充実U憲す

境被対策の取組みを推進します

地域ブランド産品の新たな販路拡大に取り組みます

地産地消を推進し弐す

6次産業化に向けた取組を推進します

長崎ならではの食材や食文化のPRを推進します

食育体験の推進による食に対する識の醸成を図ります

ー
ー
ー
ー
ー
ー

ー
ー

ー
ー

ー
ー
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"Ⅲ章個別施策と取組方針・取組内容



展開方

☆官民連携のもと、生産基盤の強化やスマート化による効果的で安定した経

営推進を図り、稼げる、魅力的な産業に育てることで、担い手の育成・確

保につなげます。

農業の生産性を高め、次世代を担う多様な経営
体をてます

囲四
【産地】

■長崎市の業は、その多くが中山間地域に属しており、傾斜地に狭い地が分散しているため、

労働生産性が非常に悪い状況にあります。

■長崎びわ「なつたより」、「長崎和牛・出島ぱらいろ」を地域ブランドとして、生産.販売.消

の向上にむけた取組みを進めています。

●国や県において、生産性の向上と担い手不足の問題の解決策として、スマート農業の加速化に

向けだ施策の推進が行われています。

●果樹産地では、「びわ」や「みかん」などが多く生産されてい弐すが、近年は気魚災害が多く

発生し、生産が不安定な状態が続いています。

●野菜産地では、いちご.アスパラガス・軟弱野菜をはじめ、豊富恋種類の産物が生産されて

おり、特にいちご・アスパラガスは新規就者が多い品目となっています。

●花きは、新規ナ者が多い部門となっており、施設の省力化・自動化や省力化品種への転換が

進んでいるものの、輸入花きの増加や需要の低迷が大きな問題となっています。

●畜産においては、素牛や飼料等の生産コストが高騰しており、経営を圧迫しています。

【担い手】

●長崎市の業の担い手は、10任前と比較すると寡数(10年前対比694%)、主業寂(同

比563%)、業就業人口(同比70.1%)と大きく減少しています。

●国.市の給付金や各種支援制度の創設、研修制度の充実及ぴ地域受入体制の強化等により、近

年、青拝層や定年帰者など幅広い年代で年間10人程度しています。

●地域業のりーダーである認定業者は平成27年度と比較して令和2坪度は33人減少し

180人となり、5年後の業所得目標400万円達成業者は、近年約56%となっています。

●新規就者の定着及び担い手の育成に必要な受入団体等登録制度の登録数は22団体.個人で、

労力支援等の作業受委託組微は3組織あります。また、現在、長崎市のへルパー研修、長

崎市及ぴJAでの臓業紹介による労力支援を行っています。



産地】

●業経営の安定のためには、単収の高い施設栽培や、補完作物複合、出荷時期..質を安定

させることが必要です。

●長崎発祥のいちご・アスパラガスや高い技術を誇る花き恋どにっいては、新規就者も増えて

いぎすが、その魅力を消者に十分に伝えきれていない部分があり哉す。

●作業の省力化.軽労化に向けたスマート業の'入が期待されてい談すが、コスト面での不

安が課題となっています。

●気象条件や自然災害等により、びわを始めとした鰭地作物の安定生産が課題と恋ってぃます。

●びわ産地では、傾釧地・園内道がないなどの地条件や業従事者の高齢化に加え、度重姦る

気象災害により、産地の弱体化が危愼されます。

●野菜や花き産地では、若い業者が増えて施設の省力化や自動化が比較的進んでいるものの、

労働時間の多さや更なる高品質化に向けた対策が必要です。

●畜産では、肥育素牛価格や材の高騰が続いており、生産性の低下が懸念されます。

旦い手】

●農業の担い手不足が深刻であるため、専業家だけでなく企業参入や半半Xなど多様な担い

手が就しやすい受入体制の充実を図る必要があのます。

●新規就者の定着には、初期の負担軽減や経営不安の解消に加え、地域の受入体制や技術
継承の確立等が必要となり薮す。

●農業経営の目標達成に向けた規模拡大に伴う投軽減のほか、経営や部門に応じた段階的恋経

営フォローアップ体制の強化を図る必要があります。

●業者の繁忙期の労働力を補うため、朧時的に雇用できる人材が必要になのますが、不定期恋

雇用と恋るため、雇用する人材の不定期恋労働環境の改善が課題と恋ってい声す。



方針の考え方

【産地】

●長崎市の狭小恋地での業経営のモデルとなりうる、施設園芸の省力化高品質化をさらに

を推進し、複合経営。

●気象災害恋どのを受けやすい露地栽培の経営安定を図るため、補完作物の'入を促進する

など、複合経営の推進を図ります。

●長崎市の産地の特性に適したスマート業の'入の検討と推進を行います。

●地域プランドをけん引する、長崎びわ「恋つたより」、「長崎和牛・出島ばらいろ」に加え、こ

れに続く地域ブランドとなりうる、いちご、アスパラガス、花き等の省力化、高品質化、生産

コスト低減等による安定生産に向けた取組みの推進を図のます。

【担い手】

●業へルパー.直売所出荷型業者・本格就者の育成など、長崎市業センター、JA出

型法人、長崎県新規就相談センターにおいて研修等を行い、県・JAの営 1日と併せ、

多様な担い手の受入支援体制を拡充レます。

●新規就者の定着に向け、給付金や各種支援制度による経営と投資の軽減に加え、地域での受

入や技術継承の確立を図り、地域ぐるみの受入れ体制の強化を推進します。

●認定業者の業経営の向上のため、営状況に応じた段階的恋経営フォローアツプ体制を強

化し、地域リーダーとして経営.技術の指'継承者として活躍できる体制づくりを進めます。

●業者の繁忙期の労働力を補うため、作業受託組織や業へルパー等の労力支援体制を充実さ

せます



成にむけた取イメ

●労働生産性の悪い地が多い

●長崎ぴわ「なつたより」「長崎和牛・出ばらいろ」は
地域プランドとして生産・販売等の向上に向けた取組み

●国.県がスマートの加速化に向けた政策の推進
●業就業人口が10年闇で3割減少
●認定業者が年勾減少

●国.市の給付金等の支援制度・受入れ体制の強化等によ
り年10人程度就

●労力支援等

^

受託組織 3組識

産地の効皐性・収益性同上による

経営安定の推進

●施詮園芸の高度化の椎進●合経営の推進

新泛恋地城フランド産品の生産の推進(1
●長崎いちご、花き等の推進

●新た琴産地化を目指す品目の検討と生産振興

●産物の出荷時朋・量・を安定

●新規の地域ブランドとなりうるいち亡、アスパラガス、
花きの知名度不足

●産地の条件に適したスマート技術の検討
●業就業人口を増やすため、企業や半 Xなど多樺
殻担い手力喰t しやすい受入体制の充実

●新規就者の定のための支援体制

●嵩状況に応0だ殴階的なフォローアップ体制
●繁忙期における臨時的な用労力の不足

取組方針1-1

●産地に適したスマート業技術の検討
●スマート業機器の普及推進

●生産・経営の安定化●高品
●作業の'力化及び労力の軽減

●家畜導入の支援●家畜排せつ物の適正処理.利用推進
●寂畜伝染病対策の強化

『産地・1旦い手』

農業の生産性を高め、次世代を押う多様な経営体を陪てます

●施設の肩度化・'力化の推進
●出荷調整作業の効率化

●新品糧導入・品向上・周年供給体制の推進
●施設の'力化・自動化の推進●消拡大に向けた二ーズ喚起

多様な担い手の成・確保

果実の生産の推進

賊組方金"-2

●多様恋担い手の受入れ体制の充実

●定事業の計画的実施
●支体制の報発

【重点的取組み】

多様恋経営体が就農しやすい支援体制の充実と育成地集積対策の体制の充実

●低

●中心経営体における認定者制度の推
進

●青年等就計画の計画達成の推進

業者へのサポート

●業へルパー制度の充実

●作業受託組織等の営の捲進

●新たな枠組みによる労力支援体制の検討



取組方針1

件に適した農業経営を推進レます

施設園芸の高度化の推進

.施設園芸は高単収のため、長崎市の狭小な土地でも安定した業経営を行う事ができぎす。更な

る所得向上と生産の安定を図るため、作業の省力化や軽労化、作物生産の機械化や自動化

など、生産基盤の高度化を推進します。

複合経営の推進

.長崎市が日本一の生産を誇る「ぴわ」は、収穫・出荷時期に労力が集中するため、びわ単独で
の規模拡大や単一経営は困難とされています。

そのため、びわにっいては、作業が少ない期間を活用して栽培できる中晩柑や花き恋どの品目

(補完作物)を組み合わせるなど、ーつの品目を柱とした複合経営を推進し、業者の所得向上
及び経営安定を図ります。

産地の効率性・収益性向上による経営安定の推進

・1-2 新たな地域ブランド産品の生産を推進します

長崎いちご、花き等の

●長崎発祥の特産物であるいちご、菊や草花等の花きについては、

薮だまだ魅力を伝えきれてい恋い部分があるだめ、引き続き長

崎市の地域ブランドとしての定着促進化に向けて、安定生産に

向けた生産基盤の強化及び情報発信を進めていきます。

新たな産地化を目指す品目の検討と生産振輿

●琴海地区の長浦すぃか、野母崎の水仙、外海と土井首地区に自生している長崎市の怜産果樹「ゆ
うこう」、長崎ザボン、そレて長崎の歴史や食文化を背景とし、物語性もあの地域性の高い産物

である「恋がさき伝統野菜」恋ど、地域に根差した魅力ある産物が多数ありますが、どれも生

産が少ないことが課題となっています。これらの作物の生産振興に向けた取組や、市場二ーズ
や長崎市の特性にあった新たな地域プランドとなる品目の掘り起こしも進めていき弐す。

禹度化の進むいちご施設 U杓産地(茂木地区)



・1-3 産地に適したスマート農業の導入を推進し荻す

産地に適したスマート農業技術の検討

●作業にロボット技術や人工知能(AI)、情報通信技術(1CT)

等の先端技術を活用するスマート業は、作業の省力化.軽

労化や環境や生育データに基づく収・品質の向上と安定化に

よる生産性の向上が期待されています。今後、大学等と連携し

て、コスト面の問題や運用技術等を検証し、ほ場管理システム

や収穫ロボット、植物工場等、産地の条件に適したスマート

業の'入検討を行います。

取組方針卜1

スマート農集機器の普及推進

●スマート業の普及を図るため、びわ等の地域プランド品目に

おけるスマート選果システムの活用推進のほか、担い手家等

への運用技術の研修や、施設園芸や基盤整備の推進と併せたス

マート業機器の'入推進を図ります。

産地の効率性・収益性向上による経営安定の推進

1-4 果樹産地の振興に向けた生産力の強化を図ります

生産・経営の安定化

●果樹の生産出荷の安定化については、気象の影饗を受けにくい施設 U、ウス・簡易ハウス)の'

入を推進するほか、業経営の安定を図るため、補完作物の入検討や園芸施設共済、収入保険、

果樹共済など保険共済制度の加入を促進します。

晶質果実の生産の推進

●ぴわ・みかんの産地において、寒害、干害、日照不足や長雨などにより、生産や品質が不安定

と恋ることが多く恋っています。気象災害に耐えうるための、ぴわ簡易ハウスの'入推進や、み

かんマルチ栽培、良品種への転換恋ど安定生産・高品質化対策の取組みを支援するとともに、

防除の徹底悲ど、栽培管理技術の確立と普及を推進します。

作業の省力化及び労力の軽減

●びわやみかん等の産地は、急傾斜地に園地があり、作業性が

低くなっています。高齢化等による労力不足もふ哉え、果樹

園の修復型基盤整備(狭地なおし等)や低樹高化の推進、選

果の自動化及ぴスマート業技術の活用による省力化の取組

みを推進します

防譲用ドローン

ほ場管遲システム

び マート選果システム



産地の効率性・収益性向上による経営安定の推進

1-5 畜産経営の生産コスト低減を図ります

「取吾源^
●肉用牛経営においては、その大半が素牛購入による肥育

寡ですが、近年、肥育素牛価格が高止まりしています。

生産された子牛を肥育家に供給することで飼育委託経

営を行うJA子会社と連携し、加えて他の生産コスト縮

減の取組みを支援し、増頭の推進と経営の安定に取り組

み薮す。

家畜排せつ物の正処理・利用推進

●寡畜飼養において、家畜ふん堆肥が余剰状態となっており、飼養頭数増加抑制や苦情の原因とな

ることから、野菜や果樹生産などの耕種部門と畜産部門との連携を図のぎす。

家畜伝染病対策の強化

●家畜伝染病予防強化と危機管理体制の充実を図るため、県・JA等と連携し、巡回指'を実施して

いきます。

6 野菜の施設高度化と露地野菜の安定生産を図り弐す

施設の省力化・自動化の推進

●いちごやアスパラガス生産においては、比較的強度が低い小

模ハウスが点在し、栽培管理が非効率と恋ってい衣す。新規就

農者や若い業者が多い部門であることから、今後の産地の継

続に向けて、施設の省力化・自動化等に係る取組みを支援し、

生産性の向上を推進します。

低収量農集者へのサポート

●野菜産地においては、業者・産地によって単収に差が生じて

いミす。計画的安定生産を確立し、業経営の向上を図るため、

産地内外の技術継承を促すとともに、関係機関が連携した技術

・経営のサポートに係る取組みを行います。

出荷調整作集の効率化

●いちごの良多収品種「ゆめのか」への転換が進み、生産の増大に比例して、労力確保が課

題と恋っていぎす。高品質の安定生産に向け、出荷の簡素化や出荷調整作業の労力軽減に係る共

選等の取組みを推進します。

、ミド、、..

^'、
^^

丁寧に箱詰 れた



産地の効率性・収益性向上による経営安定の推進

1-7花きの安定した生産・販売体系の確立を進め荻す

新晶種導入・品質向上・年供給体制の推進

●花き生産においては、需要低迷や生産コスト増加等が業経営向上の課題となっています。省力

化や消二ーズに応じた新品種の'入、安定した品質での出荷平準化等に係る生産基盤(栽培技

術・施設設備)の拡充を推進します。

施設の高度化・省力化の推進

●花き生産においては、省力化・高品質化設備等が'入されてい

ますが、労働時間の多さや労力不足が生産性低下の一因と恋っ

ています。花きのさら恋る高品質生産の確立にむけて、 1CT

圃場管理システム等'入の検討、施設の高度化・省力化に係る

取組みや雇用労力の確保を支援し、推進し骸す。

消費拡大に向けた二ーズ喚起

●花きの新規就者は多く、消拡大イベント等も開催されていますが、需要が伸び悩んでい談す。

今後の花き産地の振興に向けて、物日やイベントに花を贈る習慣の定着、花育、公共消及ぴ祭

事直販など新需要の創出を推進し、ニーズ喚起を図り談す。

、

取

施設園芸の高度化の推進

複合鮭営の推進

組

'

取組内容

新たな地域ブランド品目の導入推進

崎いちご、花き等の推進

新たな産地化を目指す品目の検討と生産振輿

内 容

取組内容

産地に適したスマート業の導入推進

産地に憲しだスマート醍業技衛の検討

スマート順業機器の及推進

行政

役

JA

割

闘係

団体等
震家等

行政

役

JA
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工
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取組方針1-1

役割と今後4年間の工程

取組内容

果樹産地の振興に向けた生塵力の強化

生産・軽営の安定化

高品質果実の生産の推進

作業の力化及び労力の軽減

取組内容

畜産経営の生産コスト縮減

家導入の支握

家畜排せつ物の適正処趣・利用擢進

家畜伝染病刻策の強化

取組内容

野菜産地施設高度化と露地野菜の安定生産

施設の省力化・自動化の推進

低収量展憲へのサボート

出葡調整作業の効宰化

取組内容

花きの安定した生産・販売体系の確立

新品種の導入.品質の向上・周年供給体制の推進

施設の高度化・省力化の推進

産地の効率性・収益性向上による経営安定の推進

行政

役

JA

割

闇係

団体等
農家辱

行政

役

JA

R4

工

R5

割

帥係
団体等

程

R6

侵牢等

花の消費拡大に向けた二ーズ喚起

行政

投

R4

工

R5

R7

割

関係

団体等

取組みの指標

程

R6

順尿等

役

行政 JA

長崎びわ「なつたより」の販売屋

「長崎和牛・出島ばらいろ」の販売貴[麿年]

長崎いちごの販売額

花きの販売額
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工
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.

割
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'
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取組方針1

1 多様な担い手が就農しやすい受入体制の充実を図ります

多様な担い手の受入れ体制の充実

●業就業人口が減少傾向にある中、今後は地域の業の担い手として、業分野外からの新規就

のほか、親元就、定年後帰者、企業参入、半半X等、様R恋経営体を受入れる必要があ

ります。就希望者の段階に合わせて、業センターにおける業へルパー研修や、長崎県新規

ナ相談センター、JA出資型業法人の研修等への誘'を行い弐す。

また、就支援機関と連携を強化し、技術・経営の相談及ぴサポートを行う事で、将来的恋地域

業のりーダー育成を図り苦す。

多様な担い手の育成・確保

就農定着事集の計画的実施

●新規就者の定着には、国・市の給付金や各種支援制度にょる初期の投軽減や経営不安の解消

が重要となっています。市町・県・JA等におけるフォローアップ体制の確立と地域に入れる人

づくのにより、就から将来の業経営までを見据えた計画的な事業の実施を推進します。

●後継者の育成については、青年業者においてはグループ活動等を通じて県内外の青年業者の

ネツトワーク形成や交流活動を支援することで、栽培技術や業経営の質向上を図ります。

ぎた、女性業者においては、業経営への極的な参画を推進し、生産現場での活躍の場を広

げ薮す。

就農支授体制の情報発信

●就促進に向けて、就希望者へ各種支援制度や研修体制、良事例、経営シミュレーション、

移住・定住など極的な情報提供に取り組み、業に入りやすい環境づくりを構築します。

新規就疑追同け研膨

、

女性央織"研修会恨IVVA女の会)



2 中心経営体のフォローアップ強化を図の弐す

中心経営体における認定農集者制度の推進

●中1山経営体の約40%を占める認定者は5年後の業

経営改善計画の認定を受けた業者であり、農業所得目標

400万円を達成している認定業者は令和2年度時点で

48%となってい哉す。このため関係機関による認定業者

の相談体制の拡充により、業経営改善計画の熟度を高め、

生産基盤整備や金等の各種支援制度の情報提供を行い恋

がら、計画の目標達成を推進します。

また、認定業者の役割として、新た恋地域の担い手の育成を図るために、技術・経営の指者

として活躍できる体制づくりに取り組みます。

多様な担い手の育成・確保

青年等就農計圃の計面達成の推進

●認定新規一者は5年後の業所得300万円以上を目指す新規就者であり、将来の経営

の担い手として期待されています。市町・県・UA等が連携して技術指や金相談等の継続的

なフォローアップを実施し、地域業のりーダーと恋れるよう恋支援体制の確立を目指しぎす。

3 労力支援体制の強化を図ります

農案へルパー制度の充実

●繁忙期の家へ労力支援を行うため、長崎市センターに

おいては、家が必要とする栽培技術を習得するための、農

業へルパー研修を実施しており、研修を修了した者のうち、

業へルパーに登録した者を希望する家へ派'する、無料

臓業紹介事業を行っており、今後さらなる制度の充実を図っ

ていきます。

作業受託組織等の運営の推進

●労力支援等の組撤については、作業受委託組織が琴海地区に3組織、外海地区に1組織あり、ま

た、びわ等の防除に係る作業受委託組織も設立に向けた動きがあります。今後、農業従事者の高

齢化等により、地域ぐるみ・他組織による労力補完システム構築が重要となることから、当該組

織の設立・運営を推進します。

新たな枠組みによる労力支援体制の検討

●人口減少により、業のさらなる労力不足が見込まれており、市町、JA、長崎県等で構成する長

崎西彼地域雇用労力支援協議会においては、業者と福祉事業所との福連携のマッチングを行

つてい骸す。また、長崎県内においては特定技能外国人材等の業現場への派'なども行われて

おり民間と連携した労力支援体制の可能性についても今後検討を行っていきます。



組内容取

多様恋経営体が就腰しやすい支援体制の充実

多様な担い手の受入れ体制の充典

就震走着事業の計画的実施

就農支援体制の情報発信

13人

36人

48%

150人

取組方針1-2

目

(R

取組内容

中心経営体のフォローアップ強化

中心経営体における認定農業者制度の推進

青年等就農計田の計画達成の推進

多様な担い手の育成・確保

;示
フ)
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地.担い手づくり」多様な経営体力蹴農しやすい支援体制を充実し育成します

本格的に業参入を志す者や半半Xを目指す者など次世代を担う多様な担い手の確

保.育成を図るためには、官民連携のもと、就希望者の二ーズに応じた支援体制を充実

させる必要があり、 JA、長崎県、長崎県新規相談センター、(一財)長崎市地産地消

振興公社、長崎市業委員会及ぴ長崎市の強みを生かしだ一体的な体制の充実を図のます。

このことで、多様な担い手候補者を将来的には地域の中心と恋って活躍する経営体に育

成していきます。

多様な経営体が就農しやすい支援体制の充実と育成

〔Ξ^圧刃

新規参入者

C^

C亟三ヨ
企業・法人

直売所出荷

C:Ξ^
県外から移住

家庭菜園恋どーーー→

研修体制など

('支援機関)

・長崎県新規就

相談センター

・JA担い手

支援センター

・産地による研

修(びわ講座な

ど)

・地産地消公社

による研修

・業へルパー

研修

・グリーンツー

リズム(泊、

業体験)

後の目指す姿

談

中悲経営体

・認定就者

・認定新規就 者

本格寡候補者

その他(小'い稼ぎ、趣

味なと)

産地主'型の受入体制

関
係
機
関
に
よ
る
相



個別施

展

☆地域との連携のもと、小規模で分散した地を集約して、意欲ある担い手

に集積し、地域ぐるみで農村環境を守り、持するための取組みを推進し

ます。

Ⅱ 安心して農業を営む環境づくりを進めます

関連するSDGS

゛

区◆゛電◆,

地域】

●平成24~25年度に、地域業のマスタープランである

「人・地プラン」を 10地区24集落で作成し、毎年

地区別懇談会を開催してい弐す。

●令和元~3年度にかけて、12地区26集落において、

地の集約化に関する具体的恋将来方針等を定めた「実質化

された人・地プラン」が作成されます。

●地中間管理事業により、新規就者や規模拡大に取の組

む業者へ農地の集が行われています。

●狭く分散した地を、基盤整備にょり、構造的な改善を行

うことが求められてい談す。

環境】

●地と営環境の保全に向けて、多面的機能支払交付金や

中山間地域等直接支払交付金により、34組織力地保全

活動に取り組んでいます。

■道・水路等の業用施設の老朽化が進んでい荻す。

●コロナ禍により地方移住や業体験等の二ーズが高弐って

います。

●有害鳥獣対策では、地域ぐるみの捕獲隊の組織化を推進し、

捕獲隊の増加によりイノシシ・シカの捕獲実績は平成29

年度4917頭から、令和2年度6258頭と順調に伸ぴ

ていますが、依然として作物被害や生活環境被害の相談

が後を絶ちません。

人・霞地フラン地区懇談含



n也域】

●「人.地プラン」の実質化において、地域での協議を重

ね恋がら、良地や経営基盤の担い手への集のほか、

集落の機運に合わせて事業構想の明確化に取り組む必要が

あります。

●地中間管理事業による地の貸借希望者が一元管理され

る体制が構築されていぎすが、貸付希望地の圃場環境が

不十分であることから、マッチングがあまり進んでいない プ己ン集嬉人・

状況と恋っています。

●人.農地プランの集落会議において、条件不禾」地での担い手への地集の方法として、基盤

整備を求める声が多く上がっています。

【環境】
者●多面的機能支払交付金や中山間等直接支払交付金による事業に取り組んでいるものの、

の高齢化により対地は減少しています。

●集落の営環境の向上のために、道・水路等の業用施設の老朽化に係る対策の必要性が大

きくなっています。

●グリーンッーリズムの実践者は増加していますが、新型コロプウィルス感染拡大の影で参加

者が減少しており、コロプ禍でも魅力ある体験プログラムの検討を行う必要があのます。

●有害鳥獣の被害地域が拡大しており、様尺な対策を講じているものの、被害相談は減少してい

恋い状況と恋っているため、対策の更なる充実が求められています。

方針の考え方

【地域】

●実質化された「人.地プラン」に基づき、地域での話し合いを進めながら、将来に残すべき

地の確保を図のます。

●地中間管理事業の極的な取組みにより、新規▲者や規模拡大に取り組む業者等、地域

の中1山と恋る担い手への地集・流動化を推進します。

●農地、道、水源等につぃて、農業者と地域が連携し地域の実情に応じた基盤整備に取の組み

ます。

【環境】

●集落が主体となって行う、営環境の保全活動を支援し弐す。

●地元が管理する業用施設の機能保持の取組みを行い薮す。

●グリーンッーリズムにつぃて、さらなる集客向上への体験プログラムやDMO、移住支援との

連携による誘客を強化し、継続的な取組みが実施できるよう団体の自立に向けて取り組み薮す

●有害鳥獣対策につぃては、協議会及び地域の捕獲隊による取組みの拡充等により、被害軽減の

ための継続的な対策を講じます。



●実化された「人・地プラン」 26集落

●農地中問管理事業による、農地の実施

●狭く分散しだ地は、盤整備による柵造的な改哲が必要

●営環の保全に向けた集落主体の活動 34組織
●道・水路等の老朽化

●コロナ禍による、地方移住や体験への二ーズ

●有害の生活環被害の増大

成にむけた取組イメ ^、

人・奥地フランに垂づく裂地の有効活用

取組方針Ⅱ一1

●人・地プうンの実質化による残
すべき農地の確保

●地・ハウスなどの経営の活
用推進

●実化された人・地プランに基づく良地や経営墓
盤の担い手への積

●付希望の農地へのマッチングの推進

●条件不利地での盤整備及び担い手の確保
●落主体の営農環保全活動の推進

●業用施股の老朽化に係る対策の必要性

●コロナ禍でも客を行える体験プログラムの検討

●有獣対策の更なる充実

営農環境の保全と地峨資源の舌用

●地中問
地の

●地中問

の開催

理業を活用した
約化

理事業支援チーム会

.

取組方針Ⅱ一2

●地元の意見交換の堤の醸成

●盤備の先行地区の取組み推
進

●集落主体による農地や震業用施
設の維持管理

●中山間地域等での営活動の推
進

●橋梁の計画的な修繕の実施
●地元理施設の延命化

有害獣刻策の推進

●誘客・PR活動の強化
●団体活動の充実

●移住支援との連携

取組方針Ⅱ一3

●3対策(防護,棲み分け・捕
の拡充

●生活環被害対策の拡充

【重点的取組み】

人・農地ブランの実質化による農業経営基鱸の強化

地域・環境』

女1小Uて農業を営む環境づくりを進めます



取組方針Ⅱ一1

・1 実質化された人・農地プランに基き、経営基盤の強化を図の談す

人.農地プランの実質化による残すべき農地の確保

●平成24年度から平成25年度に、10地区24集落において各集落の業の将来の在り方恋どを

明確化する地域業のマスタープランである人・地プランを作成しました。

さらに、令和元年度から令和3年度にかけて、各集落における農地の利用集・集約化を一体的

に推進する、実質化された人・地プランの作成を、高島地区と伊王島・香焼地区を加えた 12

地区26集落において進めておの、業委員、地利用最適化推進委員等と連携しながら、将来

に向けて集落の経営基盤となる残すべき地の確保を図り憲す。

人・農地プランに基づく農地の有効活用

農地・ハウスなど営基盤の活用推進

●実質化された人.地プランに基づく残すべき農地については、集落の実情に応じて農地集積や

小規模基盤整備等を進め恋がら、新規就や規模拡大を希望する担い手の確保を図り萩す。

また、JAや生産部会等とも連携し、遊休化したハウス等の活用を推進します。

-1-2 農地の利用集積のための農地中間管理事業の取組を推進します

農地中聞管理事集を活用した農地の集積・集約化

●地中間管理事業は、一般財団法人長崎市地産地消振興公社を事業主体として取り組んでおり、

地の貸借希望者の掘り起こしを行い、地域業の担い手へ地の集・集約化を推進していま

す。

担い手への地集は、担い手本人の業経営の向上はもとより、支援制度や税制面での遇措

置のほか、地域の地の遊休化防止・有害鳥獣対策にもつながるものであることから、業委員

会が行う地利用状況調査と連携した、地の利用意向の把握と事業の周知を図ります。

ン染落会詩



農地中間理事業支援チーム会の開催

●地中間管理事業の推進により、貸借希望者の情報がりスト

化され一元管理される体制が構築されていますが、関係機関

の情報共有が不十分であることが貸借成立の支障となってい

荻す。市、県や協など関係機関で構成される地中間管理

事業支援チーム会において、定期的な貸借希望者の情報共有

を行うとともに、地域の業委員や地最適化推進委員との
農地中間管小換支援ヲーム会

マツチングを推進し、地や施設を担い手へ集させる機会

の増加に取り組みます。

まだ、学校跡地等の未利用地にっいても、情報共有を行いながら活用に向けた検討を行っていき
ます

取組方針証一1 人・

・1-3 集落の実情に応じた基盤整備を推進します

地元の意見交換の場の醸成

●基盤整備事業の推進に向けて、事業推進区域の検討、担い手

候補の決定、地権者の意向確認等、地域の農業者や業委員

等との連携を図りながら、課題等の解決に向けた検討を行っ

ていきます。

地プランに基づく地の有効活用

基盤整の先行地区の取組み

●事業推進区域及び担い手確保の決定、地権者の同意等が先行

して解決されている集落において、関係機関と協力しながら

事業採択に向けた計画の策定を行い、事業の新規着工を目指

し家す。

レ〆
基舗整備候補地区現池



役割と今後4年間の工程

取

取組方針丘一1

人.農地プランの実質化による残すべき険地の確保

膜地.ハウス廷ど経営盤の活用推進

組

容取組内

農地の利用集積のための戻地中閻管理事業の取組推進

戻地中間管理事業を活用した農地の集積・集約化

爵地中閻管理事業支擾チーム会の開催

内 容

人・ 地プランに基づく地の有効活用

役

行政 JA

取組内容

集落の実憎に応じた基盤整備の推進

地元の意交換の埋の醸成

基盤整備の先行地区の取組み推進

割

聞係
団体等

風重等

133ha

1集落

行政

役

dA

R4

工

R5

割

聞係
団体辱

取組みの指標

程

R6

長魚等

役

行政 JA

実質化された

落数(累計)

農地中間管理事業1」よる担い手
(累計)

R4

工

R5

R7

割

聞係

面体等

基盤整備取組集落数(累計)

程

R6

典家等 R4

工

R5

R7

程

R6

(役言1:◎=直接的関与、 0=闇接的聞与)

R7

現
(R

況

2)

0集落

目

(R

78ha

0集落

司て

フ)

5集落

◎
◎

0
◎

0
◎

◎
◎

◎
0

0
◎

0
◎

◎
◎

◎
0

0
◎

◎
◎

◎
◎



取組方針Ⅱ一2

1 集落主体の営農環境保全活動を推進します

集落主体による農地や農集用施設の維持管理

●業者の高齢化による、耕作放棄地の増加や道等施設の管理

不足が問題となっており、現在、多面的機能支払交付金を活用

した集落主体の共同活動を推進していますが、事務や活動の円

滑化が課題となっており、取組面の減少傾向がみられます。

今後、地域への制度の周知及び事務等の改善を図りながら、未

取組地区の掘り起こしを進めます。

営農環境の保全と地域資源の活用

容

中山間地壊等での営農活動の推進

●中山間地域等の条件不利農地においては、地の荒廃化が進ん

でおり、有害鳥獣の隠れ場所と恋るなど、営環境に悪影を

及ぼしています。現在、中山間地域等直接支払交付金を活用し

て、集落協定による耕作の維持や共同活動を推進してぃぎすが、

今後、地域への制度の周知及び既存地区の面拡大を図りなが

ら、未取組地区の掘り起こし等の推進を行うほか、都市部から

のボランティアや企業と連携した保全活動についても推進していきます。

Ⅱ・2-2 農業用施設の機能保持や耐用年数の延伸を図のます

農道梁の計的な修繕の実施

●長崎市が管理する道橋梁は老朽化が進んでおり、予防的な修繕及び計画的な架け替えが必要と

なっています。平成28年度に作成した長寿命化修繕計画に基づき、地域の道路網の安全性及び

信頼性の確保のため、年次的な修繕等の実施に取り組みます。

地元理の水利施設の命化

●地域が管理している水源やタンク等は、作物の生産には不可

欠ですが、近年の極端恋気急変動に伴い、恒久的な対策や事

前の延命化が必要と葱っています。業従事者の減少や投

経等をふぎぇ、施設の延命化の取組みを行います。



Ⅱ・2-3 グリーンヅーリズムによる地域の魅力を発信します

誘客・PR活動推進の強化

●グリーンッーリズムに取り組む団体は市内で9団体あり、地域を活かした林漁業体験や体験民

宿は、滞在型観光といった観光源となっています。今後は、各団体の発信力強化に努めるとと

もに、長崎市の観光推進を担うDM0と連携しながら、イベントを紹介する冊子やホームヘージ

などにより、市内外へのPRを進め、グリーンツーリズムの魅力を発信します。

●小中学生向けの「長崎グリーンッーリズムサマー」などの企画ツァー、コロナ禍でも実施できる

屋外型のプログラムの検討恋ど、誘客の強化に努めます。

取組方針Ⅱ一2

団体活動の充実

●グリーンッーリズム団体の活動支援補助金などの活用により、体験プログラム作成のスキルアツ

プを図るとともに、長崎市グリーンッーリズム連絡会議などにおいて、団体相互及び関係団体と

の意見交換を行いながら連携強化に努め、活動の充実を図り弐す。

営震環境の保全と地域源の活用

移住支援との連携

●新型コロナウィルス感染症の影響下において、都市圏から地方への田園回帰志向が高まっていま

す。長崎市移住支援室との連携により、グリーンツーリズム団体の体験プログラムや泊を移住

準備や魅力体験に活用し、県外からの移住や半半Xなどの就へのきっかけづくりにっ恋げま

す。

MGASAKI
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取組方針Ⅱ一2

役割と今後4年間の工程

集落主体の営農環境保全活動の推進

集棺主体による庚地や農禦用応設の維持管理

中山問地域等での営震活動の擢進

取 組

取組内容

農業用施股の機能保持や耐用年数の延伸

屡橋乗の計画的急修繕の実施

地元管理施設の延卵化

内 容

営環境の保全と地域源の活用

取組内容

グリーンツーリズムによる地域の魅力発信

誘客推進・PR活動の強化

団体活動の充実

移住支援との適携

行政

役

゛A

割

聞保

面体等
盾家等

行政

役

゛A

R4

工

R5

割

聞保
団体熔

程

R6

多面的機能支払交付金による管理面積

中山間地域等直接支払交付金による管理面

グリーンツーリズムへの参加者数

震家等

役

行政゛A

0

R4

工

R5

R7

割

闇保
団体等

程

R6

餌歌等 R4

工

R5

R7

程

R6

(役割:◎=直接的開与、 0=閻接的聞与)

現況
(R2)

421ha

105he

4,409人

R7

目標

(R7)

446ha

115ha

12ρ00人

◎
◎

0
0

◎
◎

0
@

0
0

◎
◎

0
 
0
 
0

◎
◎
◎

◎
◎
◎



取組方 Ⅱ一3

・1 有害鳥獣3対策(防蔓・棲み分け・捕獲)を充実します

3対策(防護・棲み分け・捕獲)の拡充

●有害鳥獣の被害地域は、村部だけではなく、都市部にも拡大し、防護・棲み分け・捕獲の3対

策のさらなる取組みが必要と恋っており、対策を進めるためには、行政のみならず、地域主体の

取組みが大き恋役割を担っています。

防'対策にっいては、家や自治会主体の有害鳥獣被害防止用材等の設置や維持管理の推進、

棲み分け対策につぃては、地元主体による地周辺の草刈り等活動の啓発、捕獲対策については、

長崎市有害鳥獣対策協議会と連携しながら計画的な捕獲を行うとともに、地域ぐるみの有害鳥獣

捕獲の組織化(捕獲隊)や、捕獲技術の向上に向けたサポートを進めながら、対策の充実を図っ

ていきます。

有害鳥獣対策の推進

2 生活環境被害対策の取組みを推進します

生活環境被害対策の拡充

●近年、有害鳥獣による市街地周辺での出没、石垣や法面の掘り崩し、家庭菜園を荒らすといった

生活環境被害が増加してぃます。これらの対策として、自治会等に有害鳥獣被害防止用材の貸

与や、運搬.設置の一部助成などの取組の推進を行っています。今後は、さらなる被害軽減に

向けて、有害鳥獣の行動予測による広域的な有害鳥獣被害防止用材の設置等の検討を進め恋が

ら、引き続き農村部や市街地での生活環境被害対策の拡充を図っていきます。

ν"等処理加工所(有害.獣相訣切タ・内)

、

捕押技術研修会(ぐくり罵実演)



取組内容

有言鳥獣3対策(防凄・棲み分け・捕窪)の充実

3刻策(防理・棲み分け・摘獲)の拡充

取組方針Ⅱ一3

取組

生活環境被害対策の推進

生活環境被書対霞

有害獣対策の推進

行政

内

役

JA

割

聞係

面体辱

容

◎

取組みの指標

0

貫家辱

地域ぐるみILよる有害鳥獣捕獲(捕
数

捕隊による有害鳥獣捕頭

害獣被害相談件数

0

行政

役

JA

R4

◎

割

聞保

団体等

◎ ◎

程

R6

屡家辱

0

R4

◎

工

R5

R7

程

R6

(役割;◎=直接的関与、 0=間接的関与)

R7

現況

(R2)

107組織

1770頭

1,470件

目標
(R7)

132組織

2200頭

1,100件



人.農池プランの実質化に基づき、経営基盤である農地の確保や集約化を図のます

人・

ながら、

を行い、

などへ

人.農地プランの実質化による農業経営基盤の強化

地プランの実質化プラン作成時に把握した対地について、所有者の向把握を行い

将来的な経営農地をストックし、集落の実情に応じて、農地中間管理機構を通じた貸借

併せて小規模(5ha末満)又は大規模侮ha以上)の基盤整備等によの、中心経営体

地を約化し、農業経営基盤を強化することで、地域や産地の振興につなげます。

人・地プラン
の実質化ぎで

実質化に向けだ話し合い
対象農地の把握

0集落として守るべき地
0基盤整備候補地

集落ごとの取組み方針(実質化プラン)3

STEPI

STEP2

対急地の所有者の向把握(アンケートなど)
将来的な経営地のストック

集落の実情に応じて中心経営体恋どへの地集約化STEP3

実質化プラン

の実現

農地中間管理機構

を通じた貸借

^

^
小規模基盤整備
(5ha未満)

+

施設整備

(ハウスリース等)

テライト型

大規模基盤整備

(5ha以上)
+

施設整備

実現憲で

短

既存農地の活用

く重^

^
新だ恋産地の形成

^
新たな生産拠点

長

1
2

1
保曼

1 携

良



☆販売・流通や観光・商工・福祉などの興業種、大学等との連携のもと、
域内外に向けた効果的な情報発信により消費拡大を推進します。

長ならではの農産物の消費を拡大します

【販売】

●長崎市には、豊かな自然や歴史の中で育まれた伝統的恋

産物に加え、比較的新しく登場した「長崎和牛.出島

ぱらいろ」は市民への認知度が向上し市内取扱店が増加

しています。長崎ぴわ「なつたより」は品質の高さが認

知されており薮すが、流通が十分ではなく、また、消

者にプレミアム感を伝える工夫が不足しています。

●MICEや新幹線開業等を控えておの、国内の観光客や

ビジネス客の増加が期待されます。

●市内の産物直売所の店舗数は、平成27年度の26店

舗から令和2年度には20店舗まで減少し哉したが、新

型コロナウィルス感染拡大に伴う外出自粛の影響等によ

り、前年と比較レて売上げは増加しています。

●長崎県が大村市に食品開発支援センターを設立し、地元

産物の加工に対する取組みが支援されています。

圃目"'、"回

【消費】

●新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から、大規模な

PRイベント等の自粛が続いてい薮す。

●長崎市では毎月19日を「食卓の日」と定めており、寡

庭における地産地消の促進と、霖族団らんの機会創出を

目指し、官民一体となって取り組んでいます。

●市内産産物の市民認知度は8割近くに達していますが、

生産が少ない伝統野菜は認知度が低くなってぃ弐す。
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【販売】

●長崎びわ「なったより」や「長崎和牛・出島ぱらいろ」をはじめ、長崎いちご.花き尿ど、地

元産物のブランドイメージの保持と消拡大を図るため、生産者、流通販売業者が一体と恋

つた体制の整備・充実を図る必要があります。

●MICEや新幹線開業等により見込まれる観光客やビジネス客の増加を地元産物の消拡大に

つなげるため、市内外へ長崎の食材・食文化などの魅力を発信する必要があり弐す。

●コロナ禍での消費形態の変化に対応しだPRや販売戦略を構築する必要があります。

●地域の産物を使った加工品は、新た尽ビジネスとなり得るだめ、今後、新規開発に向けて、

様んな業種との連携が必要になってきます。

【消費】

●長崎市の旬を集める「新鮮市」や「実り・恵みの感調祭」等、長崎市産産物の「新鮮」、「安

全.安1小」、「美味しさ」を消費者へ伝えるイベントを行っていますが、りピーターを獲得する

ための多様な取組みが必要です。

●食卓の日の推進は一定行われていますが、新たな取組みや、食卓の日主催団体、同団体との

協力体制をよの強化していく必要があります。

●ながさき伝統野菜は、栽培に手間がかかり、病気に弱い野菜であることから栽培力雙しく、生

産者力鰔少してい骸す。

方針の考え方

【販売】

●DM0等と連携し、長崎びわ「なったより」や「長崎和牛・出島ばらいろ」をはじめ、長崎い

ちご、花き恋ど地元産物の新たな販路の開拓や消の拡大を推進します。

.SNS 等を活用した直売所等の情報発信により、新たな生活様式に対応したうえで、継続的な

地元産物の消につなげることで地産地消を推進します。

●産加工品の開発にっいて、広域・他業種との連携による取組みを推進し護す。

n肖】

●長崎の食文化と業への関1山.理解を深め、地産地消の推進を図るため、多様な主体と連携し

て、食育体験等に取り組みます。

●よの多くの人に「食卓の日」を認知、実施してもらえるよう、様凡恋異業種及び団体との協力

体制を強化していき談す。

.生が減少している、ながさき伝統野菜を後世に継承するため、栽培から収穫までの体験を
通じて、長崎の食文化に触れる機会を創出します。



成にむけた取組イメ

●「怨つだより」「崎和牛・出島ばらいろ」の認知度は
上がっているが、プレミアム感を伝える工夫が不十分

●MICEや新幹線開業等による国内のビジネス客.観光
客の増

●新型コロナウイルス感染拡大による直売所の売上げ増
加

●崎県が産加工の支援施設として食品開発支擾セン
ターを股立

●コロナ禍による大規模悲PRイベントの自粛
●毎月19日の「食卓の日」の推進

●生産が少ないながさき伝統野菜の認知度不足

^、

●地元産物のプランドイメージの保持と消拡大のた
めの取組み

●DM0等と連携した域外への長崎の産物・食文化の
発

●コロナ禍での需要に対応したPR

●様々な業種と連携した、震産加工品の開発

●りピーターを獲するためのPRの推進
●食卓の日の取組み強化

●ながさき伝統野菜の生産者の減少

新だ恋販路拡大や消費拡大の推進

●市内外に向けた地域ブランドの情報発

●DM0等と連携した消拡大

取組方針Ⅲ一1

●新た恋生活様式にした産物直売所のPR

及び地産地消イペントの実施

●閲連産業との連携による産加工品の開発支援

畏崎ならではの食材や食文化に対する
意臓の醸成

取組方針皿一2

●地元産晶を使ったフエア及びPRの支援

●食関係イベントや各糧広報媒体による情報発

●「食卓の日」の維続的な広報活動の展開

●ながさき伝統野菜講座の開催

【重点的取組み】

効果的な情報発信にょる肖費拡大

『販売・消費』

長崎怨らではの農産物の消費を拡大します



取組方針Ⅲ一1

・1 地域プランド産品の新たな販路拡大に取組みます

市内外に向けた地域プランドの情報発信

●長崎びわ「恋つたより」や「長崎和牛・出島ぱらいろ」、「長崎いちご」、「花き」など高い品質や

競争力を有する産物があるものの、域外での認知度が低い品目があるため、SNSや各種広報媒

体を活用することで、市内外へのブランド産品の情報発信を継続して実施しぎす。

新たな販路拡大や消費拡大の推進

DM0等と連携した消費拡大

●MICEや新幹線等の開業と併せて、DM0等と連携し広域プロモーシヨンを強化することで、域外

における市内の産物や加工品の知名度向上を図り、新たな消拡大につなげ弐す。

-1-2 地産地消を推進します

.陣'^^
●:キ阜^^^^
^^^
.,、.^^

た恋生活様式に配慮した農産物直売所のPR及び地産地消イペント

●市内の産物直売所の店舗数は減少傾向にあるものの、新型

コロナウイルス感染拡大による内食需要の高まりにより、直

売所の売上げは増加傾向にあります。 SNSや市の広報紙等

を効果的に活用し、産物直売所のPRを行うとともに、各

店舗が実施する新たな生活様式に配慮した直売イベントの支

援を強化します。

.;西売所みさき駅さんわ



・1-3 6次産業化に向けた取組を推進します

業との連携による農産加工品の開発支援

●現在、びわ、いちご及びゅうこう等の加工品が開発されていま

すが、今後も、長崎県食品開発支援センターや長崎県食連携

ネツトワーク恋どを活用した商工連携によの、様々恋付加価

値を有した新たな産加工品の開発を支援レてぃきます。

取組方針Ⅲ一1

取組内容

地域フランドの販路拡大

市内外に向けた地域プランドの情報発信

DM0等と携した消費拡大

新た恋販路拡大や消拡大の推進

組 内取 容

地塵地消の推進

新たな生括権式に配慮した霞産物売所のPR及び
地産地消イベントの実施

^
^
^
^
^
^

取組内容

6次産業化の推進

閲連産業との携による農産加工品の開晃支援

R7

行政

役

JA

■

割

聞係

団体等

30.11意円

81.1%

2.5億円

172億円

66億円

23億円

^

^

^

厘家等

.

干P発挑IJキユール

行政

役

JA

R4

0

取組みの指標

割

闇保
団体尋

◎

市内産物の市民認知度

長崎びわ「恋つたより」の販売額

「長崎和牛・出島ぱらいろ」の販売額[暦年]

崎いちごの販売額

花きの販売額

◎

程

R6

農象等

◎

行政

役

JA

R4

0

工

R5

割

聞係
団体等

R7

◎ ◎

程

R6

戻憲等

◎

R4

0

工

R5

R7

程

R6

(役者」;◎=直接的関与、 0=間接的聞号)

.目標
'(R7)

゛
゛

0
◎

◎
0

◎
◎



取組方針Ⅲ一2

Ⅲ・2-1 '▼

地元産品を使ったフェア及びPRの支援

●地元の食関連団体等が取り組む、長崎ならではの食材を使ったフェア及ぴPRの支援を行います。

また、長崎市が主催する食のイベントによって長崎恋らではの食材のPRを行うとともに、 SNS

や広報媒体恋どを活用した情報発信の強化と新たな生活様式に対応しだ食のイベントの開催を検

討します。

食イベントや各種広報媒体による情報発信

●MICE やのもざき恐竜パークの供用開始、新幹線開業等により、国内の観光客やビジネス客の増

加が見込まれ、地元産物の消拡大の機会が広がることから、長崎怨らではの食材や食文化の

魅力にっいて、消費者二ーズに合わせて磨き上げるとともに、ターゲツトを絞った効果的な情報

発信を行います。

長崎ならではの食材や食文化の魅力の発信

^

か乞め広場

■^

.

■具皿^

^^

^

^^

践矧露^昇

△
一
"

会



「食卓の日」の継続的な広報活動の展開

●長崎の食文化と林水産業への関心と理解を深め恋がら、地産地消の推進を図るため、毎月19

日の「食卓の日」の認知度向上を目指します。また、飲食業関係者.地産地消アドパイザー.市

民団体等多様恋主体と連携して、体験を伴った食育に取り組みます。

取組方針Ⅲ一2 長崎恋らではの食材や食文化の魅力の発信

恋がさき伝統野 の開催

●市民を対象に、恋がさき伝統野菜講座を開催し、古くから伝わる長崎の食文化に触れる機会を創

出するとともに、後世に引き継ぐ取組みを継続して実施し、消拡大にっなげます。

二区、

1 、、
.^^

理教呈



役割と今後4年間の工程

取組内容

長師ならではの厩産物や食文化のPR強化

地元産品を使ったフエアのPR及ぴ支援

食関係イペントや各糧広報媒体による情報発信

取組方針Ⅲ一2

取組内容

食育体験の推進による食に対する意識の醸成

「食卓の日」の紹続的な広報活動の展開

ながさき伝統野菜講座の開催

長崎ならではの食材や食文化の魅力の発信

役

行政 JA

割

聞係

団体専

取組みの指標

員靈等

役

行政 JA

卓の臼の認知度

R4

工

R5

割

開保

団体辱

0

程

R6

震歌等

0

R4

工

R5

R7

程

R6

(役客1:◎直接的聞与、 0一閻接的聞与)

R7

現
(R

136%

20人

目

(R
標
フ)

286%

45人

0
0

◎
◎

0
0

◎
◎

0
0

況、)
 
2

◎
◎

=



重点的取組み

売.消費」効果的な恬報発信にょの、長崎恋らではの農産物の消費拡大を自指します

食関連産業の活性化を図るため、 MICE や新幹線開業など様勺恋機会をうまく捉えながら、

DM0 など関係機関と連携し、効果的な情報発信にっなげ、長崎恋らではの産物の消拡大を
目指し荻す。

効果的な情報発信にょる消費拡大

取組みイメージ

MICE・新幹線開

訪聞客へのPR機会の

長崎ならではの農産物・食文化

食品産業関係者

出

0
DMO・市関係団体

した報発信の実現

HP・SNS等の活用

広域的な報発信の実施

効果的な情報発信の実施

0

長崎産農産物の消費拡大
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第二次長市農振興計画の取組指標

二次農業振興回[前期圖の取組指

上位成果指標

☆墓本施策C3 次世代につ恋がる

指

1経営体当たりの農産物販亮額

第二次長崎市農業計面前期計画

個別施策1 震業の生産性を高め、次世代を担う多様な経営体を育て弐す

取組方針1-1 産地の効率性・収益性向上による経営安定の推進

現況 目標指
(R 2)(R 7)

林業を育てます

現況
(R 2)

【指標の説明の見方】
①指標の内容
②指標とした理由
@実誤値の把握方法
④目標値の雪え

目
(R

3,1叩0千本

市堀及び腰協系統の農産物の販売顎

千円

フ)

①市内農産物の1経営体当たりの販禿額.
②農業者が滅少する中、1経営体あたりの農産物販売額が増加す
ることで、農業振興が図られていると考えられるため.

5,507千円B青果市・震協・塵売所等へのにより把握する。
④令和7年度の市内産の農産物販売額の目標値543億円を震業経
嵩体数986経営体【2020農林業センサス(確定価)1で除した額
を目標恒とする.

指

摂崎びわ「彦コだよの」の販売豊

の

「喪暗和牛・出島ばらいろ」の販売■
【暦年】

脱

493憾円

明

1市内産の農産物販売額.
②販売額が増加することで、農産物の消費拡大が図られていると

543億円考えられるため.
卿青果市・農協・値売所等へのにょの把握する。
④過去3年間の愚高値(R元年度)を目標とする.

畏吟いちごの販売皿

1びわの優良品糧「毫つたよの」の販売盟.
②長帽市を代爽する地墳プランドである長崎Uわ「なつたより」
の販が増加することで、生産性の向上が図られると考えられ

164Ct るため.

@震協系統の販売実纓調にょり把握する.
④農協第5次地域農業戦略にづき、販売畳1640tを目標とす
る。

①市内産のブランド和牛「長崎和牛・出ばらいろ」の販売畳.
②素牛価格が高騰する中、代裳的な地域プランドである r 崎和
牛・出ばらいろ」の販売畳が増加することで、生産性の向上が

6630t 図られると考えられるため.
③震協系観の販売実緩調盃により把握する.
④農協第5次地域霞業數略にづき、販売豊6630tを目標とす
る,

Φ市内産の「長崎いちご」の販売壷.
②姉市の代表的な施設園芸品目である「蝿いちこ」の販売豊
が増加することで、生産性の向上が図られていると考えられるた

4850 t め.
含震協系統の販売実纏にょの把握する.
④農協第5次地域農業験略に墓づき、販売量幅5tを目標とす
る.

花きの販売量

の 脱

スマート農業桜器の導入戸数(累計)

明

2541千本

①市内産の「花き」の販売量.
②長崎市の代表的な施設園芸品目である「花き」の販売貴が増加
することで、生産性の向上が図られていると考えられるため.
3農協系統の販売実緩により把握する.
④震協第5次地域農業戦略に墓づき、販売量3.(X刃千本を目標と
する.

①ロボツト技術や刈、1CT等の先洲技術を活用するスマート震業
機器の導入戸数(累計)
②スマート窯機器の導入戸数が増加することで、スマート

20戸技術の普及が図られていると考えられるため.
a毎年度末時点での による把握と及びJAへのによ
の把握する.

④直近2力年の導入実護の平均である3戸/年の導入を目指す



取組方針1-2 多様な担い手の

指

新規就農肴数(累計)

成・確保

現
(R

醜定新規就肴数(累計)

況
2)

標
フ)

Φ新規就展者数(累計)
②多様な担い手の育成・確保の状況を図る指標として、新規就農
数の推移を指標とした.
卿毎坪度末に師県新規就農相談センターほか関係択閲に確課88人
し、把趣する.
④直近3年の平均値12名に多様恋経嵩体として3名を加え、年闇
15名を目標値とする。

指

疲業へルパーの紹介人賊(延べ人数)

①風業経営墓盤強化促進法に基づき、市において認定レた新規就
農者凱

ある農業者の成②認定レた新規就農者が増加することで、
確保につながると者えられるだめ.
③認定数により把握する。
④乗2期長噺市まち・ひと・しごと創生総含戦略の策定時に年増
加5人(平成26~30輝度の認定者増加数の平均値)を目標とし
て設定レだ令和6年度の目標値53人に、更に5人を加えた数を目
標価とする.

①農業経営基盤強化促進法基づき、長師市において認定した認定
腰業者のうち、経営改善計画の坪間所目標(400万円)の達成
率.
②達成率が増加することで、認定農業者の慶業経営の向上にっを

50%えこ0 _
「恐がさき農林業.農山村活性化計画」において、長岫全体

の認定農業者のうち、農業所α)万円以上の認定農業者の割合
が約50%であることから、令和7年度までその水準或で近づける
ことを自とする.

標 の

58人

個別施策Ⅱ安脚レて業を営む環づくりを進めます

説

取組方針Ⅱ一1 人・農地プランに墓づく地の有効活用

現況
標指 (R 2)

明

実質化された人・屡地プランに基づく事業
実施集落数(累計)

0集摺

①基盤整備取組地区散(累計)
整備の取り組み状況を測るため.

1集落@市独自による把握と聞係択闘への照会によの把握する.
備の新規響工地区(先行地尿)において、基盤整備④まず

を実行し、他地区への晋及を自指す.

農地中問管理事業による担い手への腰地集
積面稿(繋計)

Φ畏帽市農業センターによる無料脚業紹介における震業者等への
農業へルパー紹介人数
②紹介人数が増えることで、労力支擢体制の強化につ匙がると考
えられるだめ.
③畏崎市により紹介者数を把握する。
④農業へルパー研修会の充実及ぴ受入側への周知を図ることによ
り、農業へルバーを紹介した延ぺ人数の直近値150人(令和2年
度)から、毎年度2名づつ増やしていくことを取組自標とする

160人

塾盤整備取細集摺数(累計)

目

(R

0集落

指標の説明

①人.農地プランに基づく業実施集落数(累計)
②中心経営体への腰地集積及びそれに伴う事業化によって、人・
農地プランの実現につながると考えられるため。

に係る事案を実施し5集沼@人・農地プランの中心経営体への農
た箔数により把握する.

にづき、毎拝1集落の事④令和3~5年度の補助事業
業実施を目標とする.

により、担い手へ貸し付けられた農地の面積①農地中
(累計)

②面積が増大することは、担い手への農地の擦約につ恋がると者
133ha えられるため。

への照会により把握する.農地
剛え2年度時点での累計実績78卜喰に、過去7年の貸付実績の平均
である"h乱を毎拝増やした数値を目標とする.

標
フ)

78ha



取組方針Ⅱ・2 営

指

多面的機能支払交付金による管理面槙

環境の保全と地域資源の活用

現況
(R 2)

中山間抽域等適接支払交付金による管理
面横

グリーンツーリズ△への参加者数

自
(R フ)

取組方針Ⅱ・3 有害獣対策の推進

指

1多面的磁能支払交付金制度に取り組む組櫛の理面積。
②地域住民と一体と恋った活動組橡が、慶地・農業用水路等の地
畑贇源を保全する共向活動を行う理面槙が増加することで、震

446ha地や施設の憲正理ができるだめ理面狽数を成果指標とした.
③交付刻最の協定面積により把握する.
④活動計画を策定した活動組槻理面襖の準値421卜la(令和
2年度)から伍年度7h且づつ増やしていく.

①農地等の保全のため、中山闇地域等直接宣払制度に取り組む組
嵐の面襖.

②耕作放棄地の発生防止など多面的機能の増進を図る共問活動を
行う理面積が増加することで、農地や施設の適正管理ができる15ha
だめ面槙数を成 とレた.
③交付刻象の協定面積により把握する.
@活動計画を築定しだ活動胡槻理面槙の準値105ト、a(令和
2年度)から壕年度2haづつ増やしていく。

Φ腰寂民泊体駿や農漁業体験等、グリーンッーリズム体験の参加
者数.

②ツーリズム体駿の卦加者数が増加することで、農山漁杓の魅力
と交流の拡大につながると考えられるだめ.000人
③グリーンツーリズム実践団体への調憲により把握する。
④新型コロナウィルスの感染状況を踏宗え、令和7年度ぎでに、
コロナウイルス感染拡大前の12,000人(H28~30年度早均)
弐で増加させることを目とする

指

地域ぐるみにょる有害帰獣捕獲(捕獲鰍)
の組諏数(累計)

標 の

1.100件

4.409人

説

摘畏隊にょる有宙鳥徴捕獲顛数

明

現
(R

①有害獣被害に係る風業者・市民等の相談の件数.
②被害相談件数が滅少することは、有害獣刻策の成果や効果に
つ恋がると考えられるため.

③市也有害鳥獣相談センター等への相談件数により把握する.
④有害獣3刻築(防護・棲み分け・捕獲)の充実により、有

被害相験件数を邱闇約5%(約75件)削滅する.

況
2)

有害獣被'相談件数

目

(R

107組繊

指 の説明

1地域ぐるみによる有冨鳥獣捕獲(捕隊)の設立数[累計]
②地域ぐるみによる有鳥獣捕(捕獲隊)設立数が増加するこ
とで、自己防衛による、安心した震業境の整備につながるた

132組織め.

卿毎年度末の捕獲隊の組織結成数により把握する。
畢実行組合や自冶会等単位での組榔化の捲進にょり、坪5組

織増を月とする.

標
フ)

1,フ70頭

①捕寮隊による有書鳥獣捕獲頭数
②増加することで地域ぐるみの捕獲隙の組轍化の推進や、捕獲技

2200頭術の向上につながると考えられるため.
a捕獲隊による報告にょり把握する.
④令和7年度までに2200頭の楠を目とする.

1,470件



個別施策血長崎ならではの産物の消費を拡大します

取組方針Ⅲ・1

指

新たな販路拡大や消費拡大の推進

現況
標

(R 2)

市内農産物の市民認知度

長崎びわ「恐つだより」の販売額

目

(R

30.1億円

標
フ)

指標の説明

①主に地元産品を取扱う農産物直亮所の販売実韻.
②地産地消の推進の効果が震産物直売所の販売韻にあらわれると
考えるため.
a農産物直売所の販売額調査にて把握する.
④令和2年度は、新型コロナウィルス感染症の影響により、 酌年

比1円以上増加レていることから、目標値を現状と伺額の30.1
憶円とした.

「畏暗和牛・出農ぱらいろ」の販亮餓〔屑年]

30.1 円

長醐いちごの販亮額

①長噺市内農産物の市民の認知度.
②市内農産物の市民認知度があがることで地産地消の推進や消費
拡大につながっていくと考えるため。

により把握する.卿長姉市のながさきの「市
④過去3年閻の数値のうち、最も高い数値を(早成30年度)を目
標とする.

1びわの優良品糧「なつたより」の販売額。
②販売額が増加することで、地元農産物の消費拡大
が図られていると考えらえるため。

円a農協へのにより把握する.
④販売単価;1507円/蚫(H28年度~R2年度の異常価を除く
平均値)に農協第5次地域腰業戦弼の計画販売数屋 a64t)を
乗じてた額を目標とする.

①市内産のプランド和牛「岫和牛・出島ばらいろ」(枝肉)の
販売額.
②販売額が増加することで、地元産物の消費拡大が図られてい

円ると考えらえるため.
③農協へのにより把握する。
④販売単価:2589円地(R元年実績)に年閻自標数豊663t
(1300頭X510k邑)を乗口て袴だ額を目標とする。

1いちごの販売額。
産物の消拡大が図られてい②販売額が増加することで、

ると考えらえるため.
③農協への調杏により把樫する.
④販売単価:1363円胎(H28年度~R2年度の早均値)に農
協第5次地域農業戦略における計画販売数皇(485t)を乗じて

た額を目標とする.

①花きの販売額.
②販亮額が増加することで、地元農産物の消賓拡大が図られてい
ると考えらえるため.
a農協へのによの把握する。
④販売単価ι77円本(H28年度~R2年度の平均値)に農協第
5次地峨農業戦略の計画販売散量(3,⑳0千本)を乗じてだ額
を目標とする。

81.1%

07億円 25

155憶円

取組方針Ⅲ・2 長崎ならではの食材や食文化に対する識の醸成

172

指

66侃円

20億円

ながさき伝紙野梨講座の受講者数

23億円

現
(R

明況
2)

目
(R フ)

Φ食卓の日を認知している人の割合.
②食卓の白の認知度の向上は、食材や食文化に刻する腺の醸成
が進んだと考えるだめ.

楠市の及がさきの「食」市民嵐により把担する.
④現在、136%であり、より多くの市民が「卓の日」を認知し
てぃることをめざし、年間3%の増加を目値とレて設定した.

①毎年農業センターで実施している、ながさき伝統野菜講座の受
講者数.
②受謂者が増えることで、岫ならではの食材の譯知が進むと考

45人えるため.
@受詞者数により把握する.
④恐がさき伝統野菜を多くの市民に認知してもらうため、受講生
を毎年度5名ずつの増力0を目値として設定した

286%

の 説



主な品目別の課題と振興方策



1 果樹

1-1 露地びわ

現状.を

露地びわは、長崎市が全国トップの栽培面と生産を誇る果実ですが、近年は台風や寒害等の

度重なる気魚災害の都度、生産が減少しているほか、急傾斜地に階段状に展開する果樹園の土地

条件や有害鳥獣被害、業者の高齢化、放任園の増加など様々恋問題を抱えています。

林業センサスにおける販売目的で作付けした寡数は、令和2年は412経営体で、10年前

と比較すると64%と恋っています。

このような状況を克服するため、生産者・JA・長崎市・長崎県が一丸となり、日本一のびわ産

地の継続と発展を目指し、災害に強いぴわ産地に向けた取組みや長崎ぴわ「なったより」の生産拡

大.計画的安定生産の確立・ブランド化に取り組んでいます。

振興方策

「なったより」の生産販売振興(計画的な植栽、独自プランド化、スマート共同選果等)

災害に強い産地に向けた体制づくの(易ハウス入、果樹共済・収入保険等加入促進、

低樹高化)

園地・園内道等の整備

施設.露地栽培での品種間りレー販売によるブランド確立

作業受委託組織による労力支援・新た恋防除の確立

園地台帳整備・指定園制度による販売戦略の確立

補完作物'入による経営安定の強化

集出荷施設の集約・整備強化

びわ講座等による定年帰者等の担い手づくりの推進

補助事業を活用した施設整備による栽培面積の維持・拡大

計画的安定生産の確立

ハウスの長寿命化・遊休ハウスの流動化

単収及ぴ秀品率の向上

有利販売の確立

^ハウスびわ

9

ハウスぴわは、生産家の高齢化や施設の老朽化・ハウス材の高騰等により、業者や生産

は減少傾向にあり、地条件が良好な地域においては、施設の長寿命化対策や拡大及び定年帰

者等の'があるものの、栽培面も減少傾向にあり荻す。

まだ、燃料価格の問題や暖房機の老朽化等から、生産コストの増大が懸念されています。

,

3
4
5
6
7
8

.
、

2
3
4
5

1
2



^みか人',・中晩柑
現状・課題

みかんは、県内に大きな産地があのます。近年の気象条件によの、果実の品質.単収が不安定で

販売価格が低迷しており、 JA統ーブランド「長崎の夢」・「味ロマン」のブランド率向上に向け

た栽培技術向上が課題であり、高品質果実の安定生産が必要です。

中晩柑は、不知火・津之望などの良品種への改植が進んでい裁す。

,

優良品種への品種構成の転換・早期成園化

マルチ被面の拡大・根域制限栽培等の新技術への取組

みなどの高品質安定生産の推進

長期貯蔵技術の確立普及

柑橘類・果樹類品種構成の見直しにょる労力分散

^もも・なし・ぶどぅ

●栽培管理技術の確立と向上による品質の向上

●加工品開発の推進と認知度の向上

もも.なし.ぶどぅは、生産は多くあり骸せんが、地域の特産と恋っており、施設栽培も行わ

れています。びわや柑橘類と時期が異恋ることから、労力分散が可能な品目と恋ってぃますしか

レながら、いずれも生産や品質向上が課題となってぃます。

振興方策

もも

●適正栽培管理の徹底による単収.品質の向上

●良品種への更新による若返り

恋し

●栽培管理技術の統一と向上

●共同販売体制の確立

6;どう

●新品種等の入

●栽培管理技術の統一と向上

●新規販売先の早期開拓による有利販売

舮

1 -5 ザボン・ゆうこう・アボカド・レモン

歴史性や物語性のあるザボンやゆうこう、新だな生産が検討され

ているアボカドやレモンは、栽培面や生産が少ないため、消

拡大や加工品の開発にむけた取組みを推進し、生産の拡大を進める

必要があのます

1
2

3
4



野菜

いちご

いちごは、長崎市南部地区・東部地区・琴海地区で生産され、新規就者や若い業者が多い品

目であり、長崎市の主要産物のーつです。現在、良多収品種「ゆめのか」に転換されており、

収と単価が安定しています。

また、林業センサスにおける販売目的で作付けした家数は、令和2年は73経営体で、10

年前と比較すると62%となっています。

なお、生産販売における課題としては、品種の転換期による安定生産技術の確立、単収の格差、

生産の省力化及び出荷調整作業の効率化などがあげられ談す。

安定生産技術の確立・単収の格差是正

年内出荷比率の向上・大玉果生産の確立

ハウスの長寿命化・遊休ハウスの流動化

電照や自動化ハウス設備入に加え、 1CTを活用した環境

データに基づく制御技術の確立

出荷調整作業の労力軽減・JAパッケージセンター構想の進捗

出荷市場集約等による安定販売

2-2 アスパラガス

・課題

アスパラガスは、単価.収益性とも比較的安定している品目であり、琴海地区を中心に、新規就

者も多い品目です。しがしながら、夏場の高温期の作業と品質低下、単収の個人格差、株の老齢

化、連作害による収低下恋どが課題となってい萩す。

恋お、琴海地区では、ホワイトアスパラガスも生産されてい弐す。

高齢株園の更新・株の若返りによる安定生産

場の下温対策による品質向上と作業性向上

ハウスの長期利用化・遊休ハウスの流動化

低単家に対するサボート

2
 
3
 
4

5
6

2
 
3
 
4



^

ミニトマトは琴海地区を中脚に生産され、収益性の高い品目といえますが、生産コスト等の上昇

や単価の下落により経営の伸び悩みが生じています。

薮た、施設・設備へのが必要であることや、労働時間が長いことから、個々の規模拡大が進

んでい恋い状況にあります。

トマト

,

生産コスト削減による所得の向上

ハウス設備入による省力化・高品質化

出荷調整作業の軽減

^野菜類(ぱれいしょ・しょうが・新規野 ・伝統野菜等)

野菜類では、Πぎれいしょ」Π長うれんそう」「しょうが」「ねぎ」「すいか」「とまと」「伝

統野菜」など小規模で豊富な種類の野菜類が生産されてい声す。

また、都市近郊型業として生産されていますが核となる品目に乏しく、個勺の生産者が中央卸

売市場や直売所恋どへ出荷しています。

今後、異なる作物のりレー栽培の入、新規作物(プロッコリー等)の作付け、物語性のある伝

統野菜の活用向上による生産と経営の安定が課題と恋ってぃます。

,
J'

振興方策

核となる品目の選定・試作及ぴ作付の推進

定年帰者や直売所出荷型業者などを対象としだ生産の推進

加工・業務用向け露地野菜の推進

省力化小規模園芸ハウス入による高品質生産の確立

ミニ

2
 
3
 
4

圏
、



^菊

花き

現状・課題

菊は、周年栽培を基本としてぃることから、台風などの気象災害対策として高規格ハウスが入

されており、長崎市の土地条件から圃場分散型や他市への出作等の栽培形となっています。

林業センサスにおける販売目的で作付けした家数(花き類)は、令和2年は156経営体で、

10年前と比較すると70%となっています。

施設の省力化.自動化、省力化品種への転換等をおこ姦っていますが、恋お労働時間の多さや労

力不足が生産性の低下の一因となっています。

近年、輸入花きの増加や需要低迷により、花きの消拡大に向けた二ーズの喚起も課題と恋って

います。

開花調節や複合環境制御技術入による施設回転率の向上・品種の転換及び雇用労力確保に

よる高品質生産

適正管理の徹底による重要病害虫対策の徹底と需要期安定出荷

生産コストの低減

物日.祭事等の花定着・公共等消費・祭事直販など新需要の創出

統ープランドの確立や市場等連携による単価安定・スマート農業の確立

2

現状・

草花類は、若い業者が比較的多い作物となっており、三和地区や琴海地区において、施設面

の拡大.ハウス設備の充実が図られています。比較的小規模でありますが年齢層が若い産地である

ことから、今後なお一層、品質と所得の向上に向けだ取組みにより、産地の発展が期待されてい弐

す。

野母崎地区を中脚とした日本水仙、古賀地区では「花木」が生産され、その歴史は古く、高い評

価を得ています。

草花(トルコギキョウ・キンギョソウ・ストック・水仙)・花木

草花施設の省力化・自動化及び雇用労力確保による高品質生産

消者二ーズの把握による作付作物・有望作物(ユーカリ・ほ

おずき)の選定

新規生産者の掘り起こし等による水仙産地の継続

物日・祭事等の花定着、公共等消及び祭事直販など新需要の

創出

3
 
4
 
5
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・課題

畜産は、肉用牛(肥育・繁殖)、乳用牛、養豚、養鶏及び酪に大別されます。「長崎和牛.出

島ぱらいろ」は、生産者と関係機関が一体となってプランド化に努めてぃます。

長崎県家畜.家きん飼養頭羽数等によると、肉用牛の飼養戸数は令和2年度でで22戸となって
います。

肉用牛の肥育業者においては、近年の素牛価格の高止薮りによる生産コストの増大を受け、J

Aでの繁殖雌牛飼育の委託にょり素牛'入コスト低減を図っており議す。

ミた、家畜ふん堆肥が余剰状きと恋っているため、野菜や果樹生産などの耕種部門と畜産部門と
の連携を行い、堆肥の消拡大に取組んでいます。

なお、畜産経営においては、寡畜伝染病の予防強化と危機管理体制の充実が図られています。

産

低コスト生産による経営の安定

飼育頭数の確保・耕畜連携の推進

家畜疾病防疫体制の強化

産物直売所

現状・課題

直売所の飽和やスーパーのインショップの展開等にょって、店舗数は減少傾向にあるものの、新

型コロナウィルス感染拡大の影による内食需要により、長崎市内の農産物直売所の全体売上げは
増加傾向にあのぎす。

しかし恋がら、開店時間が早い時間帯であることが多く、出荷者の減少によって夕方には品坊れ

状態と恋るなど、消者の多様な二ーズに十分に対応できていない状況が生じていることから、定

年帰者恋どの就を促進し、直売所への産物供給者の増大が図られてぃ談す。

産物品揃えの拡充・人気商材の選定・店舗間産地間交流の促進

集客力の強化及び地産地消の推進と地元産物の消拡大

計画的な周年生産の推進・顧客二ーズに応じた生産体制の確立

ポジティブリスト制度対応とGAP (業生産工程管理)の取組み

加工品の開発・6次産業化に向けた取組み

生産者が安脚して出荷できる体制づくり

2
3
4
5
6
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地域別の方向性



人・農地プランについて

人・農地プランの実質化

長崎市においては、平成 24~25年度に、今後の中1山経営体、農地の利活用方針及ぴ地域農業

のあり方等を定めた「人.農地プラン」を10地区24集落において作成しました。

令和元年5月に農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律が公布されたこ

とに伴い、「人.農地プラン」を核に、農地の利用集積・集約化を一体的に推進していく方針とな

り、人.農地プランを実質化するための具体的な進め方が示されただめ、これに基づき、12地区

26集落で人.農地プランの実質化とプランの実現に向けた取組みを進めていきます。

人.農地プランの実質化のプロセス

6)アンケートの実施

対隷地区内の耕地面積の少
なくとも過半について、
業者(耕作者又は地権者)地の面積を見える化」し、

の辱齢と後継者の有無等を●話し合いので活用。
アンケートで確認。

実質化プラン策定時に把握した対象農地にっいて、所有者の意向把握を行いながら、将来的な経

営農地をストックし、農地中間管理機構を通じた貸借のほか、集落の実情に応じた小規模(5hg

未満)又は大規模(5ha以上)の基盤整備等により、中心経営体等へ農地の集約化を行います。
集落名地区名集落名地区名

神浦
外海茂木南郁 崎

密
川原・宮

三和茂木北都 蚊焼・布巻・蕨田尾・為石

実質化プラン策定後の取組み

1 を地図化し、 5年~10

任後に後継者がいない農
①、②を基に、業者、自治体、業委
JA等の関係者が徹底レた話し合いを行い、 5
年~10年後の震地利用を担う経営体(中心経

島営体)や将来方針を集落ごとに決めていく

の

Ⅲ

88

Ⅲ州両詳

伊王島・巷焼

高島

モの他 1,1」

/ 泣'北捧

会、

琳」筒

伊王島■1

位'1"

田手原

太田屠飯暑浦

茂木

矢上旧見

戸石

古賀

式見

三重

手熊・柿泊

'

東長崎

三重

伊王島香焼

12地区

旧市西部

野母

旧市

高浜・野母・脇岬・樺島

琴海

旧市中央部

旧市南郁

旧市北部

形上・尾戸

長浦・戸根・戸根原

村松・西海

高島
高島

摺
々
浦

宮
大
千
北

、
喜



茂木南部地区

地区の現状

◆地区内で生産されている「びわ」は、「長崎びわ」として地域プランド化され全国に出荷されてい

ます。

◆一部寡で「びわ」の優良品種である「なつたより」の改植・補植が進められ、収穫も増加傾

向にあります。

◆有害鳥獣被害(シカ・イノシシ)が深刻化してい談す。

地区の主要課題 茂木南部地区マスタープラン概要図
^骨t^■劃暑■卑^

◆「びわ」を中1山とした業振興

◆新たな担い手、経営体の育成・確保 貞制◆ι^●● ^冒●窄^● ●旦●,●●^ ^■,.
●^●

^^.

◆営環境の改善
^゛●^

地区の取組方針 ^ ^^^
●^、●^●●

◆「びわ」を中1山とした産地の振興に努めます。
●●●●^

罫●^

◆優良地を中心とした生産基盤の維持、保全に

努めます。

◆将来を担う多様恋経営体の育成・確保に向けだ

取り組みを推進します。

千尺・大崎・宮摺

人・農地プランの概要

◆地利用最適化アンケートをはじめ、認定業者の業経営改善計画、地利用最適化アンケー

トを活用し、意向把握に努め弐す。

◆中山間地域等直接支払や多面的機能支払及び実質化人・地プランの推進の中で、人と農地のマ

ツチングを行い、機構集協力金を含めた、地域での地集約の取組みを加速化します。

◆外部から人を呼び込める環境整備を進め、地の流動化と集落の活性化に取り組んでいきます。

人・農地プランの実化

実質化に向けた課題

◆家の後継者や新規参入者の確保が課題と恋っています。

◆気象災害により大きく経営が左右される産地であり、加えて有害鳥獣被害対策を含め、災害に強

い継続できる産地づくりと集落を活性化する取組みが必要です。

'

^^

^
^●^^
●^■^

、



茂木北部地区

地区の現状

地区内では地域ブランドとして全国に出荷されている「びわ」をはじめ、「ポンカン」「みかん」「な

し」「ハウスもも」恋どの果樹類、「ねぎ」「ほうれんそう」を中心とした露地野菜、「いちご」など

の施設野菜、「きく」「シクラメン」などを中1山とした花き類、畜産類恋ど、多種多様な産物が生

産されている地区となっています。 茂木北部地区マスタープラン概要回

術
^■里電●凱●響卑^

^

地区の主要課題 巨

◆「びわ」を中心とした業振興 ●^

◆新たな担い手、経営体の育成・確保

◆村環境の維持・保全 星゛●包
●^^

◆営環境の改善 ^^
●^^

闇、■

◆多様な生産活動の支援 .
^^

地区の取組方針

◆「びわ」や「柑橘類」を中心とした産地の振興 '
●●'●●●■ ^

^

に努めます。
.^.^

◆将来を担う多様な経営体の育成・確保に向けた
^
●^、●^

北浦・田手原・太田尾・飯香浦・茂木

取り組みを推進します。

◆生産基盤の改善を図るとともに、営環境の維持、保全に努めます。

◆意欲ある業生産活動を極的に支援し、地区内の業振興に努め骸す。

人・農地プランの実質化

実質化に向けた課題

◆集落内の斜面地では、果樹類等が栽培されておの、過去に基盤整備を行った平坦な地もあるが、

地が狭小で点在しているため、農地の利用集・集約化が進んでいません。

◆イノシシによる被害で営欲が低下しています。

◆過去に畑地かんがい施設力整備されたが、整備から 30年以上が経過しており、ポンプやタンク

の老朽化に伴う維持管理が負担と恋っています。

質化の方針

◆地利用最適化アンケートをはじめ、認定業者の業経営改善計画や、認定新規就者の年

等就計画等によの、新規参入や規模拡大の意向を把握します。

◆地中間管理機構を活用し、中1小経営体への地の集約を図るとともに、入作を希望する認定

者の受入れ恋どを促進することにより対応レます。業者や認定新

◆市街地に近い立地条件を活かし、直売所向けの出荷を推進し、老朽化したハウスの長寿命化や水

利施設の適正管理に努め、後継者を中1山とした担い手が農業に参入しやすい環境を整えるととも

に、グリーンッーリズムや6次産業化等、農業以外の他産業との連携によの、外部から人を呼び

込む取り組みを進め、地の流動化と集落の活性化に取り組んでいきます。

^^ー
.



東長崎地区

◆地区内では、「いちご」などの施設野菜、「しょうが」などの露地野菜、「菊」恋どの花き類のほか、

植木産業が盛んな地区となってい弐す。

◆地区内には「長崎市業センター」のほか、「長崎市中央卸売市場」、「長崎花市場」、「長崎市植木

センター」恋ど業関連施設や物流拠点が多く点在してい哉す。

◆地区内は国道(34号)沿いを中心に都市化が進展していますが、地区内には6箇所の直売所があ

り、地元で生産された新鮮な産物を都市部の住民へ提供する場として活用されてぃます。

矢上・日見・戸石・古賀

◆既往の生産活動を活かした業振興

◆新たな担い手、経営体及び集落営機能の育成・確保

◆村環境の維持・保全

◆営環境の改善

◆意欲ある業生産活動を極的に支援し、地区内の

業振興に努めます。

◆将来を担う多様な経営体の育成・確保に向けた取り組

みを推進します。

◆生産基盤の改善を図るとともに、営環境の維持、保

全に努めます。

実質化に向けだ課題

◆地が小規模かつ急傾斜で、耕作道が尽い地も多く、イノシシ等の有害鳥獣による被害も拡大

しており、耕作放棄地が増加しています。

◆集落の一部地域においては、新幹線整備に伴う減渇水対策として、新たな水利施設が整備されて

おの、有効利用を図る必要があります。

◆基盤整備に向けた協議や現地検討が進められているが、担い手の確保が課題となっています。

東幽地区マスタープラン概要図
^●●●■●^1

、

●E ■
●●●^

人・農地プランの実化

住壮^

「^

◆地利用最適化アンケートをはじめ、認定農業者の業経営改善計画や、認定新規就者の青

等就計画等により、新規参入や規模拡大の意向を把握します。

◆地中間管理機構を活用し、中心経営体への地の集約を図るとともに、入作を希望する認定

業者や認定新規就者の受入れなどを促進することにより対応します。

◆集落の現状に合った基盤整備を進めることにより、新た恋担い手へ地を集約化します。

,晶^

'

●^
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^
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三重地区

地区の現状

◆地区内では、水稲、柑橘類、野菜類、畜産などが生産されており、特に畜産の「長崎和牛・出島

ぱらいろ」は長崎市の生要ブランドとして中部圏を中1山として都市部への出荷も盛んとなってい

ぎす。

◆地区内で生産された水稲、野菜類などの多様恋産物は、直売所を中心に出荷されてい弐す。

◆比較的市街地に近く、地区内には rあぐりの丘」や「市民園」もあることから、都市部住民の

業への理解の促進や憩いの場として親しまれています。

三重・式見

地区の主要課題

◆新たな担い手、経営体の育成・確保

◆村環境の維持・保全

◆新たな生産活動による農業振興

地区の取組方針

◆意欲ある業生産活動を極的に支援し、地区

内の業振興に努めます。

◆多様な営支援を積極的に推進し、村環境の

維持・保全に努めぎす。

三重地区マスターブラン概要図
^6"●■与^

実質化に向けた課題

◆高齢化や後継者不足、イノシシやヒヨドリによる有害鳥獣の被害が拡大しており、耕作放棄地の

増加が課題となっています。

◆基盤整備に向けた協議や現地検討が進められており、良地の確保が期待されてい宗す。

実質化の方針

◆地利用適化アンケートをはじめ、認定業者の業経営改善計画や、認定新規就者の青

等就計画等により、新規書入や規模拡大の意向を把握します。

◆地中間管理機構を活用し、中1山経営体への地の集約を図るとともに、入作を希望する認定

業者や認定新者の受入れ恋どを促進することにより対応します。

◆集落の現状に合った基盤整備を進めることにより、新たな担い手へ地を集約化します。

^ ^



旧市西部地区

◆地区内は手熊川流域と小江川流域で形成され、「水稲」のほか、「たまねぎ」 などの露地野菜、

どう」、「柑橘類」恋どの果樹類など、多様な産物が生産されてぃ薮す。

◆高齢化が進んでいますが営意欲が高く、地は比較的活用されてぃます。

◆市街地に近い地区の東部(柿泊町付近)では、一部宅地化が進んでぃます。

L P '

手熊・柿泊

,

人・農地プランの概賣

地区の主要課題

◆新た恋担い手、経営体の育成・確保

◆村環境の維持・保全

◆営環境の改善

地区の取組方針

◆意欲ある業生産活動を極的に支援し、

地区内の業振興に努めます。

◆多様な営支援を極的に推進し、寸蝋

境の維持・保全に努めます。

旧市西部地区マスタープラン概要図

実質化に向けた課題

◆地が小規模かつ急傾斜で、耕作道が恋い

◆地利用最適化アンケートをは0め、認定業者の業経営改善計画や、認定新規就者の年

等就計画等により、新規参入や規模拡大の意向を把握し談す。

◆地中間管理機構を活用し、中心経営体への地の集約を図るとともに、入作を希望する認定

業者や認定新規就者の受入れなどを促進することによの対応し茂す。

^^

t^r'幽宅"●巨卑^

'

地も多くあります。
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,
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その他旧市地区

地区の現状

◆平地部から斜面地にかけて、地区全体が都市化しています。

◆都市化した宅地周辺の斜面地などを中心に、花き類や露地野菜や果樹類恋ど少多品目で生産さ

れています。

◆生産されだ作物は直売所への出荷や自家消が中心と恋っています。

その他旧市地区マスタープラン概要図
地区の主要課題 ^r壁■血"●犀^

◆、環境の維持・保全
＼

^
、

,
◆新たな担い手、経営体の育成・確保 ^^ ^

^^

ι

地区の取組方針 .
ー、

◆多様な営支援を極的に推進し、村環境

の維持・保全に努めます。

'鉾、◆意欲ある業生産活動を極的に支援し、地 0

区内の業振興に努めます。

◆食育を通した都市と農村部の交流促進に努め

ます。

旧市中央部・旧市南部・旧市北部

^ ^

^^●^■

実質化に向けた課題

◆地が小規模かっ急傾斜で、イノシシ等の有害鳥獣による被害も拡大しており、耕作放棄地が増

加しています。

質化の方針

◆地利用適化アンケートをはじめ、認定業者の業経営改善計画や、認定新規就者の青年

等就計画等により、新規参入や規模拡大の意向を把握レます。

◆農地中間管理機構を活用し、中1山経営体への地の集約を図るとともに、入作を希望する認正

業者や認定新規就者の受入れなどを促進することによの対応します。
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外海地区

、Ⅱ

◆「大中尾棚田保全組合」や「外海ツーリズム協議会」などの団体が多様なグリーンッーリズム活

動を極的に展開レています。

◆道の駅「タ陽が丘そとめ」にある直売所へ出荷する寂が多く恋ってぃます。

◆営者の高齢化が顕著な地区で、新た尿担い手や後継者力休足している状況です。

戸 '

神浦・黒崎

人・地プランの概要

,

◆村環境の維持・保全

◆新た恋担い手、経営体の育成・確保

◆多様な営支援を極的に推進し、、環境の

維持・保全に努めます。

◆将来を担う多様尽経営体の育成・確保に向けた

取り組みを推進します。

◆ツーリズム活動を通した都市と村部の交流促

進に努めます。

実質化に向けた課題

◆集落内には日本棚田百選にも認定された大中尾棚田があり、隣接集落には市内で唯一の道の駅「タ

陽が丘そとめ」内に産物直売所があるため、水稲や直売所向けの野菜が生産されてぃぎす。

◆本集落は市内でも最も高齢化が顕著恋地域であり、深刻な後継者不足とそれに伴う耕作放棄地の

増加が課題となっています。

外淘地区マスタ プラン概要園
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◆地利用最適化アンケートをはじめ、認定業者の業経営改善計画や、認定新規就者の年

等就計画等によの、新規参入や規模拡大の意向を把握します。

◆地中間管理機構を活用し中1小経営体への地の集約を図るとともに、入作を希望する認定業

者や認定新規就者の受入れを促進することにより対応レます。

◆大中尾棚田を中心に、外部から人を呼び込める環境整備を進め、地の流動化と集落の活性化に

取り組んでいき弐す。

◆「ゆうこう」等の特産産物の加工品のPR販売や、グリーンッーリズム体験メニューの充実など、

外部から人を呼び込める環境整備を進め、地の流動化と集落の活性化に取り組んでぃきます

人・農地プランの実質化

裡^

術

卑重^

'

■,.



三和地区

地区の現状

◆川原.宮崎集落を中1山として、「びわ」などの果樹類やキンギヨソウ」、「トルコギキヨウ」など

の花き類の生産が盛んな地区となっています。

◆地区内で生産された上記品目以外の果樹類、野菜類などは地区内の直売所へ出荷されています。

◆地区内には基盤整備された業団地や比較的平坦でまとまった土地があり、良好な業生産基盤

川原・宮崎・藤田尾・為石・蚊焼・布巻

が確保されています。

地区の主要課題

◆「びわ」を中1山とした振興

◆村環境の維持・保全

◆意欲ある経営体、リーダーの育成・確保

地区の取組方針

◆「びわ」や「花き類」を中心とした産地の振興

に努めます。

◆将来を担う多様な経営体の育成・確保に向けた

取り組みを推進します。

◆多様恋営支援を極的に推進し、村環境の

維持・保全に努めます。

三和地区マスタープラン撮要図
^^劇●具●^

実質化に向けた課題

◆宮崎ダム周辺に基盤整備されて弐とまった地があるが、土壌条件が悪いため、放任園も多し

◆施設の老朽化に伴う維持管理や、水源の確保などが課題となっています。

◆基盤整備に向けた協議や現地検討が進められているが、担い手の確保が課題となってい声す。

実質化の方

◆地利用最適化アンケートをはじめ、認定業者の業経営改善計画や、認定新規就農者の年

等就計画等により、新規参入や規模拡大の向を把握し薮す。

◆地中間管理機構を活用し、中心経営体への地の集約を図るとともに、入作を希望する認定

業者や認定新規就者の受入れなどを促進することにより対応します。

◆定年帰者や移住者恋ど、地域外からの新規▲希望者の受け入れを促進し、地の流動化と集

落の活性化に取り組んでいき萩す。
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野母崎地区

地区の現状

◆兼業寡が多く、「びわ」のほか、「水稲」、 b村山」などが生産されてぃます。

◆生産された作物は、全体的に直売所への出荷や自線消が中1山となってぃます。

◆ n村山は野母崎地区の特産品となっており、地区内にある水仙の里では毎年1月に「のもざき

水仙まつり」が開催され、多くの観光客で賑わってぃます。

◆近年、山間部などを中1山としてイノシシ等にょる有害鳥獣被害が生じています。

高浜・野母・脇岬・樺島

地区の主要課

◆既往の業生産活動を活かした業振興

◆新た恋担い手、経営体の育成.確保

◆意欲ある業生産活動を極的に支援し、

地区内の業振興に努めます。

◆将来を担う多様な経営体の育成.確保に

向けた取り組みを推進し弐す。

野母崎地区マスタープラン概要図
^"●邑■^

◆高齢化や担い手不足は深刻であり、イノシシによる被害も多発しており、耕作放棄地の増加が課
題となってい荻す。

質化の方針

◆地利用最適化アンケートをはじめ、認定業者の業経営改善計画や、認定新規就者の青年

等就計画等により、新規参入や規模拡大の意向を把握し談す。

◆地中間管理機構を活用し中心経営体への農地の集約を図るとともに、入作を希望する認定業

者や認定新規就者の受入れを促進することにより対応します。

◆定年帰者や移住者など、地域外からの新規就希望者の受け入れを促進し、地の流動化と集
落の活性化に取の組んでいきます。

^●^^^^
●●^

人・農地プランの実質化



琴海地区

地区の現状

◆形上.尾戸集落及ぴ長浦.戸根.戸根原集落を中心に良好な営農環境が構築され、市内でも有数
の業が盛んな地区となっています。

◆地区内では、「水稲」のほか、「いちご」「アスパラガス」「ミニトマト」恋どを中1山とした施設野

菜、「柑橘類」、「ハウスもも」「ぶどう」を中心とした果樹類など、多様な産物が生産されてい

西海.村松・長浦・戸根・戸根原・形上・尾戸

人・農地プランの概要

談す。

地区の主要課題
◆村環境の維持・保全

◆新た恋担い手、経営体の育成・確保

◆営農環境の改善

地区の取組方針
◆地区内の連携強化を図り、産物を安定して

供給できる産地の育成に努めます。

◆将来を担う多様な経営体の育成・確保に向け

た取の組みを推進します。

◆多様な営支援を極的に推進し、村環境

の維持・保全に努めます。

◆意欲ある生産活動を積極的に支援し、地

区内の農業振興に努めます。

琴海地区マスタープラン概要圓
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◆みかんや中晩柑、アスパラガスを中1小に、多品目が栽培されており、主にJA系統の直売所への出

荷が行われてぃるが、生産者の高齢化が進んでおり、担い手不足が課題となっています。

◆新ま'希望者は増えているが、条件のいい地が不足しています。

質化の方針

◆農地利用最適化アンケートをはじめ、認定業者の農業経営改善計画や、認定新規就者の青年

等計画等により、新規参入や規模拡大の向を把握します。

◆地中間管理機構を活用し中心経営体への地の集約を図るとともに、入作を希望する認定業

者や認定新規就者の受入れを促進することにより対応しぎす。

◆基盤整備地区は、施設園芸及び水田畑地化の取組みを進めるとともに、樹園地においては、施:又'

露地栽培の安定生産を促し、小規模基盤整備を行い恋がら継続的恋活用を図ります。また、グリ
ーンッーリズム活動など、外部から人を呼び込む体制を整備することで、地の利活用を推進し

ます。

^'

■と^

,●^

●■^

^

^

拙^

^

.^

織翫宇

^

,

^

、

一
一

山
岬

拙



伊王島・

◆一戸当たりの耕作面が少恋く、遊休地も増加してい談す。

◆作物は地域外への依存度が高い状況にあります。
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◆村環境の維持・保全

◆営環境の改善

伊王島・香焼

地区の取組方針

◆遊休地の有効利用を図り、地域内での栽培の推進に努めます。

◆営環境の維持、保全に努め薮す。

実質化の方針

◆地利用最適化アンケートにより、新規参入や規模拡大の意向を把握します。

◆地中間管理機構を活用し中心経営体への地の集約を図るとともに、入作を希望する認定

者や認定新規ナ者の受入れを促進することにより対応し議す。

高島地区

◆地が小規模かつ生産者の高齢化が進んでおり、

◆炭鉱住宅解体跡地を利用して、高島フルーティ

より経営がなされていぎす。

L 「 '

◆村環境の維持・保全

◆営環境の改善

高島

,

地区の取組方針

◆生産基盤の改善を図るとともに、営環境の維持、保全に努めます。

◆遊休地の有効利用を図り家す。

◆高島トマトの生産性の向上に努めます。

質化の方針

◆地利用最適化アンケートによの、新規参入や規模拡大の意向を把握しミす。

◆地中閻管理機構を活用し中心経営体への地の集約を図るとともに、入作を希望する認定
者や認定新規ナ者の受入れを促進することにより対応し菰す。

業生産基盤が極めて弱い状況にあります。

トマトのハウス栽培を行っており、企業参入に

業

.
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*Ⅵ章計画の推進体制



計画の推進について

計画を実現するためには、農業者、消者、食関連産業・観光・商工分野及ぴJA等関係機関が

多様な主体として相互に連携し、共通認識を醸成し、長崎市ならではの業振興にむかって各種取

組みを推進する必要があります。

第一次長崎市業振興計画の後期計画においては産地振興と地域業振興との車の両輪により

事業を展開してきましたが、第二次長崎市業振興計画においては、長崎市の業が次世代につな

がる産業となることを目指し、様々な関係機関の連携のもと三つの視点から施策展開を図ります。

具体的には、業の生産性を高め、次世代を担う多様な経営体を育てる r産地・担い手」、安心

して業を営む環境づくのを進める「地域・環境」、長崎恋らではの産物の消を拡大する「販

売・消」の3つの個別施策による取組みを進めることを基本としています。

本計画の推進により、長崎が誇る高品質な産物の供給と魅力の発信が図られるとともに、本市

の業を臓業としての魅力を高め、次世代につ恋げていき声す。

関係者等の役 1

生産者・地の役割

生産者は、農業及び地域の担い手として、本計画の目標達成に向けて意欲的に農業経営に取組み、

自らの業経営に努めるほか、農業集落の一員として、営農環境の保全や新たな担い手の受入支援

など、集落の業の将来像として策定した実質化された人・農地プランの実現に向けた取組みが求

められています。

本計画の取の組みの主体であり、行政と業関係団体等が極的に支援を行う必要があります。

農業関係団体等の役割

業協同組合は、組合員である業者のための地域に根ざした組識として、多岐にわたる事業を

行っており、消者や関連産業等との連携を図りながら、担い手や産地の育成、流通販売の強化及

び地域の活性化などに中心的な役割を担っておの、地域の業を牽引するより一層のりーダーシッ

プが期待されています。

業委員会は、市議会の同を得て市長から任命された業委員と、業委員会から委嘱された

地利用最適化推進委員が連携し、地域業・集落の中心的な役割を担うほか、行政等の関係機関

と密接に連携しながら、地集・流動化、業者の育成、実質化された人・地プランの実現に

向けて重要な役割を担っています。



2-3

産物等食料の生産加工、流通及び販売に携わる事業者は、生産者と消者をっなぐパイプ役と

して地元産物の極的な活用を促進し、安定的かっ効率的に利用されるよう流通の確保に努める

とともに、社会情勢の変化にょの多様化する消者の二ーズを的確にとらえ、柔軟性.即応性を持

つて供給・提供などをさらに展開していく必要があります

また、 6次産業化などの産物の新なる価値の創出や情報発信が期待されます。

連事業者(加工・流通・販売・食関連産業等)の役割

2-4

市民は、業.村が持っ食料供給や環境保全等の多面的な機能の価値を理解し、地域で生産さ

れた産物を極的に消する意識を持ち、応援・参加し、その価値を内外へ発信してぃく役割を

担っています。

市民(消費者)の役割

2-5

長崎市は、業関係団体等及び国・県などとの相互の連

携を図りながら、地域の業者と最も身近な行政機関とし

て、この計画の実現に向けて、必要な施策の展開を極的

に推進していきます。

また、社会経済情勢の変化、生産者や市民の二ーズをふ

まえつつ、着実に計画を推進していくため、取組みの進行

管理・評価・改善を行う必要があり骸す。

本計画の策定主体であの、長崎市の業振興を図る方針である、「産地.担い手」「地域.環境」

「販売.消」に係る取組みの推進によの、次世代にっながる林業を育てます。

長崎市の役割

長崎県においては、令和3年度からの長崎県の林

^業・山村の目指す姿と施策方向性を示した r第3期

ながさき林業・山村活性化計画」を策定し、林

業の生産性向上等にょり産地の維持・拡大を実現する

「産地対策」と、多様恋住民が活躍し、支えあう持続

可能な集落を実現する「集落対策」を車の両輪として

施策を展開し、地域の雇用と所得を確保するとされ
長崎県庁舎

ています。

本市業の実情に応じた効果的な施策展開、サポート体制の充実及び財政支援措 恋ど、長崎市

業振興計画が円滑かっ効率的に推進できるよう極的な支援.;旨を期待し弐す。

長崎県への期待

長崎市役所庁舎(本館)



国への期待2-フ

国においては、令和2年3月策定の「食料・業・

村基本計画」では、業者が減少する中にあっても、
●"^

各般の改革を強力に進め、国内の需要にも、輸出にも
匂

"立^゛

対応できる国内業の生産基盤の強化を図ることによ

り、需要の変化に対応した食料を安定的に供給する役
r

割や、業・村における多面的な機能が将来にわた
言

つて発揮され、我が国の食との持つ魅力が国内外に .゛

輝きを放ち続けるものとなるよう、食料・業・村 曝杯氷

が持続的に発展し、次世代を含む国民生活の安定や国

際社会に貢献する道筋を示すことが重要なテーマされてい弐す。

本市の実情に応じた、施策の展開、交付金等の各種制度や財政支援の充実並びに関係法令の整備

など、さらなる支援・チ白'を期待します。
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計画の推進体制イメージ

生産者・地域等

●業及び地堀の担い手としての、意欲的赴
震業経営の取組み

●営 の保全

●新たな担い手の受入

●実化されだ人・地プランの実現に向け
た取組み

連携

業者

●塵物等食料の生産加工、流通及び販売
●生産者と消費者をつ恋ぐパイプ役

●地元農産物の積極的な活用
●多様化する消費者の二ーズに対応
●6次産業化

連携

農業係団体等

●担い手や塵地の育成

●流通販売の強化・地域の活性化
●業を引するりーダーシソプ

●地・流動化

●実化された人・地プランの実現に向け
た取組み

次世代につながる農業

連携

崎市

●業関係団体等及び国・等との相互

を図り、必饗な施策の展開を極的に推進

●社会勢の変化、生産者や市民の二ーズを
ふぎえ戸計画の推進

●取組みの進行管理・評価・改善

市民(消費者)

●業・農村への理解
●地元産物の積極的な消費

●業・村の応やその価値を内外へ発信

連携

●市の実に応0た効果的な施策展
●財政措

●業振興計画の円滑かつ効率的な推進のだ
めの支・指導

連携

崎

連携

国

●地域の実に応じた施策の展開

●交付金等の各糧制度や財政支

●閲係法令の整備

連携

連携


